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平成２６年第３回長与町議会定例会 

 

議事日程（第１号） 

 

 

                         平成２６年 ９月 ３日（水） 

                         午  前  ９時３０分 開議 

 

 諸 報 告 

 

  １．議 長 報 告 

 

  ２．行 政 報 告 

 

  ３．報 告 事 項 

 

    報告１ 平成２５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告 

        について 

 

 

日 程 件         名 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会 期 の 決 定 

３ 一  般  質  問 
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平成２６年第３回長与町議会定例会会期日程（案） 

 

 

◎ 会 期  ９月３日（水） ～ ９月２２日（月） ２０日間 

月 日 曜 時間 区分 備考 

９ 

 

３ 水  9：30 本会議

議長報告、行政報告、報告事項 

一般質問（５名） 

    （午前）西岡議員  ・吉岡議員 

    （午後）安部議員  ・分部議員 

        饗庭議員 

４ 木  9：30 本会議

一般質問（５名） 

    （午前）堤議員   ・佐藤議員 

    （午後）川井議員  ・内村議員 

        金子議員 

５ 金  9：30 本会議

一般質問（３名） 

    （午前）西田議員  ・安藤議員 

    （午後）河野議員   （全員協議会） 

６ 土 － 休 会  

７ 日 － 休 会  

８ 月  9：30 本会議 議案審議（付託） 

９ 火  9：30 委員会 付託案件審査 

10 水  9：30 委員会 付託案件審査 

11 木  9：30 委員会 付託案件審査 

12 金  9：30 委員会 付託案件審査 

13 土 － 休 会  

14 日 － 休 会  

15 月 － 休 会 （敬老の日） 

16 火  9：30 委員会 付託案件審査 

17 水  9：30 委員会 付託案件審査 

18 木  9：30 委員会 付託案件審査 

19 金 － 休 会  

20 土 － 休 会  

21 日 － 休 会  

22 月 13：30 本会議 委員長報告、採決 
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◎ 一 般 質 問 

 

期日 質 問 者 及 び 質 問 項 目 ページ 

３ 
 

日 

西 岡  克 之   議 員 

① 福祉政策について 

② 教育問題について 

９ 

吉 岡  清 彦   議 員 

① 長与町における問題点をどう解決するのかについて 

② 新図書館の建設について 

③ 長与の文化の発展について 

２５ 

安 部    都   議 員 

① 高齢者介護政策について 

② 教育行政について 

３８ 

分 部  和 弘   議 員 

① 長与町の各種施策への取組みについて 

② 長与町の観光施策について 

③ 長与町の循環型社会に向けた環境の取組みについて 

５６ 

饗 庭  敦 子   議 員 

① 教育行政について 

② 地域の力について 

７４ 

４ 
 

日 

堤    理 志   議 員 

① 情報インフラ整備と情報化計画について 

② コミュニティまちづくり計画について 

③ 平和事業について 

９８ 

佐 藤    昇   議 員 

① 高田小中学校の通学路について 

② 図書館建設について 

③ ローカルマニフェスト検証大会について 

１１５ 

川 井  哲 雄   議 員 

① 町の公園の整備・充実について 

② 町の下水道の整備について 

１２８ 

内 村  博 法   議 員 

① 公共施設の総合管理計画等について 

② 介護施策等について 

１４５ 

金 子    恵   議 員 

① 町民の安全安心な暮らしについて 

② 地域おこし協力隊について 

１６２ 

５
日 

西 田    敏   議 員 

① 高齢者交流施設について 

② 新図書館建設について 

１８２ 

安 藤  克 彦   議 員 

① 「ゾーン３０」の推進について 

② 「ふるさと納税」制度への積極的な取組について 

１９５ 

河 野  龍 二   議 員 

① 危険箇所対策について 

② 被爆体験継承活動への取り組みについて 

③ 福祉医療の拡大・充実について 

２０９ 
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                             （開会 ９時３０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、平成２６年第３回長与町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸報告を行います。 

 １の議長報告でありますが、お手元に配付したとおりでありますので、説

明を省略します。 

 次に、本日までに受理した請願は４件で、お手元に配付した請願陳情文書

表のとおりであります。所管の常任委員会に付託しましたので報告します。 

 なお、陳情につきましては１件、参考配付といたしております。 

 これで議長報告を終わります。 

 次に、２の行政報告の発言を許します。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 皆さん、おはようございます。 

 間近に迫りました国体ということで、きょうはその士気を高めようという

ことで、皆さん方、ポロシャツを着用していただきましてありがとうござい

ます。 

 例年にない天候不順が続いていますけれども、列島各地では長雨や集中豪

雨により甚大な被害が出ております。広島を初め北海道など土石流や土砂災

害等で亡くなられた方、また被災された方に対し、この場をおかりいたしま

して、謹んで哀悼の意及びお見舞いを申し上げたいと存じます。 

 さて、平成２６年第３回長与町議会定例会をお願いいたしましたところ、

議員各位には大変御多用の中に御出席をいただき、厚くお礼を申し上げます。

本日から開会をしていただくわけでございますが、本議会におきましても平

成２５年度一般会計を初め、各会計の歳入歳出決算の認定についてなど、多

くの議案をお願いいたしておるところでございます。長期間になろうかと思

いますけれども、どうぞよろしく御審議を賜りますよう重ねてお願いを申し

上げます。 

 それでは、６月から８月にかけましての行政報告をさせていただきます。 

 お手元に資料の配布をさせていただいておりますので、主要な部分だけ御

報告をさせていただきます。 

 まず、６月でございますが、１日に町民一斉清掃を実施いたしました。町

内全域で約１万人の住民の皆様に御参加をいただきまして、道路や公園、空

き地などの除草や側溝の清掃などでおよそ９０トンの草木、瓦れき等を回収

いたしております。 

 ２日には、長与町の防災会議を開催いたしました。関係各機関やそれぞれ

団体を含め御出席をいただきまして、今後の本町の防災計画について御審議

を賜り、また、ことしの防災計画についての協議をさせていただいたところ

でございます。 
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 ７日には、管内で交通死亡事故が多発していることを受け、緊急に交通死

亡事故抑止推進大会が開催されております。 

 １０日には、町村会の全員協議会がございました。今年度の国政、県政に

対する要望等について協議をしております。 

 ２１日には、間近に迫りました長崎がんばらんば国体の長与町実行委員会

の第４回総会を開催し、委員会の役員の変更、各基本計画、実施計画等の報

告、また、議案として２５年度事業及び決算報告、２６年度の事業計画、予

算案などについて御審議をいただき、決定をいただいております。議員各位

を初め、多くの委員あるいは参与の皆様方にお願いをいたしておるわけでご

ざいますが、いよいよ目前となり、本町におけます競技も含めて成功裏に終

了できますように、皆様の御協力を改めてお願いするところでございます。 

 ２２日には、長与・時津環境施設組合の焼却施設建設に当たり、建てかえ

た斉藤集落センターの落成式がありました。 

 ２５日には、町村会で県知事、県議会議長に対しまして、要望、陳情を行

ったところでございます。各町から持ち寄りました案件につきまして町村会

で精査し、お願いをしたところでございます。これを受け、７月に入り、２

日に国の各省庁、長崎県選出の国会議員の先生方に国政に対します要望、陳

情を行っております。 

 １１日には、今年度第１回目のほっとミーティングを毛屋白津・上斉藤自

治会の皆様と実施し、町政について意見交換を行いました。 

 １３日には、長与町で５０番目になります北陽台自治会の設立総会がござ

いました。９１世帯のスタートでございます。 

 １７日には、今年４月から２年間のモデル事業として、百合野地区で取り

組んでおります地域支え合い（Ｉ）ＣＴモデル事業の利用者の方々と意見交

換を行いました。お伺いしました意見の中で、実際使ってみて感じた改善が

必要な点や、この事業はモデルで終わることなく継続を望む声が上がってお

ります。 

 ２１日には大村湾沿岸一斉清掃を実施していただきました。今年は漁船等

１１隻と９３名の方々の御協力をいただきまして、おおよそ９.５トンのご

みを回収をしています。 

 ８月に入りまして、３日には、長与町ぺーロン大会が開催されました。来

賓として衆議院議員の加藤先生もお見えにでございましたが、強い雨が降る

中、始まったレースも、２レースを終了した時点で中止を余儀なくされてい

ます。また、同じく３日午後からは、今年度で第１５回目になります平和コ

ンサートｉｎながよを開催し、音楽を通して平成への願い、思いを新たにし

たところでございます。 

 ９日には、原爆受難者の慰霊祭を、ことしは台風接近による影響で水道局

会議室で実施をしております。また、夜開催の平和のともしびは、台風の影

響もあり、ことしは中止にいたしております。 

 １１日には、新図書館に係る補助等の件で、政策調整会議を開催いたしま

した。 
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 １６日には、大村湾周辺１０市町の首長が意見交換する大村湾サミットが

初めて開催されました。湾の知名度向上や観光客誘致へ向けて連携が必要な

どの意見が出ています。パネリストの一人として私も大村湾に対する思いを

発言をしてまいりました。 

 １８日には、第９次総合計画後期基本計画の策定へ向け、第１回目の長与

町総合計画策定委員会を開催しております。 

 ２７日には、長崎県南部広域水道企業団連絡会が諫早で開催され、企業団

の解散に向けた事務調整及び解散までの工程について協議をいたしておりま

す。 

 ただいま申し上げました以外にも、この行政報告には記載はしておりませ

んが、６月、７月と各種団体の多くの総会があっており、日程の調整がつき

ましたものは出席をさせていただいたところでございます。そのほか、お手

元に配付のとおり、多くの会議、事業等があっております。次に載せており

ます５,０００万円未満の入札結果とあわせて御参照いただければと存じま

す。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 以上で行政報告を終わります。 

 次に、３の報告、平成２５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足

比率の報告についての発言を許します。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 報告事項につきましては、所管をしております総務部長に報告をさせます。 

議  長 （山口経正議員） 

 総務部長。 

総務部長 （中山祐一君） 

 おはようございます。 

 それでは、町長にかわりまして御報告をさせていただきます。 

 報告、平成２５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率につき

まして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２

条第１項の規定により、監査委員の意見をつけて報告いたします。 

 １、健全化判断比率におきましては、実質赤字比率と連結実質赤字比率で

は、比率が算出されず、実質公債費比率は８.７％、将来負担比率が９.３％

という結果でございました。いずれの比率も早期健全化基準及び財政再生基

準を下回っております。 

 また、２、資金不足比率では、水道事業会計、下水道事業会計及び長崎都

市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計の３つの会計で、いずれの会計

も実質赤字に相当する資金の不足額がなく、資金不足比率は算出されており

ません。 

 以上、御報告終わります。 

議  長 （山口経正議員） 

 以上で報告事項を終わります。 
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 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１２０条の規定により、３番、内村博法議員、

５番、分部和弘議員を指名いたします。 

 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２２日までの２０日間にしたいと思いま

す。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月２２日までの２０日間に決定しました。 

 日程第３、これから一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 なお、質問並びに答弁は、会議規則第５４条第１項の規定を遵守し、簡明

にお願いします。 

 通告順１、西岡克之議員の①福祉政策について、②教育問題についての質

問を同時に許します。 

 １０番、西岡克之議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 それでは、早速質問に入らせていただきます。 

 質問に入る前に、先ほど町長の御挨拶の中でもございましたが、広島市、

また北海道で起きた大規模災害について、被害に遭われた方々にお悔やみを

申し上げますとともに、災害列島と言われるように、今回あちこちで起きた

災害に遭われた方々に深くお悔やみ申し上げます。また、行方不明の方々の

一刻も早い発見と、災害に遭われた方々の一日も早い復興、復旧を御祈念を

いたします。 

 それでは質問をさせていただきます。 

 まず１番目として、福祉政策でございます。 

 これはピロリ菌の除菌についてです。 

 胃がんの主な原因とされるヘリコバクター・ピロリ菌（ピロリ菌）は、胃

粘膜に炎症を引き起こし胃がんの最大原因とされております。胃酸の分泌が

十分でない子供のころ、井戸水、湧水を飲むなどして感染する人が多いよう

です。上水道が整備された時代に育った世代には井戸水を飲む機会は少ない

ようですが、乳幼児期に親から経口感染するケースも多いようです。ピロリ

菌に感染すると、成人になっても菌が胃の粘膜にとどまり続けます。そして

潜伏期間を経て慢性胃炎、ヘリコバクター・ピロリ菌感染胃炎、萎縮性胃炎、

そして分化型胃がんへと進行いたします。そこでピロリ菌を早期発見・早期

除菌をすれば、胃がんの確率が格段に少なくなります。 

 公明党は、九州や北海道を中心に、ピロリ菌除に保険適用拡大を求める署

名１００万人分を集めて国に要望をいたしました。その後、２０１１年２月



 

－ 10 － 

の公明党の秋野参議院議員の国会での質問により、厚労省はヘリコバクタ

ー・ピロリ菌が胃がんの発がん因子であると認め、２０１３年ピロリ菌除菌

について慢性胃炎の段階まで保険適用の拡大を実施をいたしました。 

 ピロリ菌の権威、北海道大学大学院特任教授の浅香正博氏は、ピロリ菌の

検査・除菌を適正に行った場合、現在の医療費３,０００億円から大幅に抑

制できると言われています。 

 今回、公明党長崎県本部では、現在、検査、除菌を実施している島原市、

平戸市を除く全県下で、胃がんの撲滅に向けて胃がん検診へのピロリ菌検査

の追加と検査費用の個人負担の軽減を求めて署名運動を実施をいたしました。

その結果、本町ではわずか１カ月ぐらいで２,７５０名の方々の署名を集め

ることができました。７月２７日、代表の方々と一緒に町長に提出をするこ

とができました。このことは重く受けとめるべきだと思います。 

 そこで、本町で健康診断の項目の中で、ピロリ菌除菌検査の追加と検査費

用の個人負担の軽減を求めますが、町長の見解はどうか質問いたします。 

 ２番目といたしまして、前回６月議会でも質問いたしましたが、学童クラ

ブの過剰人員について質問いたします。 

 前回、学童クラブ、特にまるたんぼクラブ、まきのきクラブなど、ほかに

も定員より過剰と思われる長与南など、過剰人員について分割はどうか質問

いたしましたが、これは昨年より多数の同僚議員が同様の質問していますが、

一向に改善の兆しが見えません。そのわけは何なのか、なぜ解決しないのか、

質問いたします。 

 ２番目として、教育問題について。 

 ここでちょっと文言の訂正を行います。本年春に行われた全国統一学力テ

ストでございますが、これは全国学力・学習状況調査ということで訂正をお

願いいたします。 

 じゃあ、最初から。本年春に行われた全国学力・学習状況調査について質

問をいたします。 

 本町も小学校、中学校が対象学年で受験したと思われますが、結果と分析

はどうか、質問をいたします。 

 次に、教育問題の２番目といたしまして、高田小学校正門付近に新たにか

かる立体交差ループ橋について、開通に伴う安全対策について質問いたしま

す。 

 イ、今後の全面開通はいつを予定していますか、質問いたします。 

 ロ、ループ橋より正門までの横断歩道の新設はできますか、質問いたしま

す。 

 ハ、高田小体育館側下の通学路に段差のない歩道の新設ができないのか、

質問いたします。 

 ニ、歩道にガードパイプの新設ができないか、質問をいたします。 

 ホ、その先の田上商店付近の交差点に点滅式信号の設置ができないか、質

問いたします。 

 以上、質問させていただきます。 
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議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、きょう最初の質問者であります西岡議員の御質問にお答えをさ

せていただきます。 

 ２番目１点目の御質問につきましては、所管をいたしております教育委員

会のほうから回答をいたします。私のほうからは、そのほかの御質問につい

てお答えをさせていただきたいと思います。 

 １番目１点目のピロリ菌除菌についての御質問につきまして、長与町では

胃がんの予防と早期発見のため、国が定めるがん検診実施のガイドラインに

従って、バリウムによるエックス線造影検査を実施をしております。ピロリ

菌は、胃がん発症にかかわる要因の一つと考えられていますが、死亡率減少

効果の有無を判断する証拠が不十分とされ、ガイドラインにおいては、任意

型検診として位置づけられているところでございます。 

 そこで、町としましては、全世帯配布の健康診査のお知らせにピロリ菌検

査ができる医療機関を掲載し、前立腺検診、骨粗鬆症検診と同様に、全額自

己負担での受診案内を行っております。しかしながら、２,７５０名の署名

は、住民の皆様の声として重く受けとめなければなりません。ほか自治体の

状況なども調査しながら、ピロリ菌の検査については検討を行っていきたい

と考えております。 

 なお、ピロリ菌の除菌治療につきましては、現行の対象疾病に係る医療保

険での対応をお願いし、保険適用外の除菌治療についての助成については、

今のところ考えておるところではございません。 

 １番目２点目の学童クラブ過剰人員についての回答をいたします。 

 御指摘のとおり、幾つかの学童クラブにおきまして定員数をオーバーして

いる状況でございます。５月にありました本年度の厚生労働省の調査時点で、

特にまるたんぼクラブにつきましては、登録児童数１１３人と登録児童数が

過剰で、本町での放課後児童健全育成事業の中で大きな懸案事項でございま

す。町としましては、他のクラブ同様に長与小学校区内の公共施設や町有地

を中心に探しましたけれども、規模や環境などで適当な場所がありませんで

した。その後、民間の空き店舗や空き部屋についても探しましたけれども、

よさそうな施設は入居が決まっていたり、所有者から了解を得られなかった

りの結果でございました。 

 解決できなかった原因は、ほかのクラブと同様に、公共施設で開設するこ

ととガイドラインの基準よりも少し多目の人数を考え、一定の広さを求めた

ことではないかと考えておるところでございます。 

 そのようなことから、視点を変え民間の力も協力いただこうと、町内の社

会福祉法人や学校法人へ放課後児童クラブの開設について相談をいたしまし

たところ、来年４月開設に向けて、法人内部で前向きに検討いただくことで

手を挙げていただいた法人も出てまいりました。また、ほかの法人では長与

小学校区外ではございますが、長与小学校の児童を少人数ではありますが受
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け入れていただいておるところでございます。 

 まずは、卒園児を対象としたクラブ設置など、町内の社会福祉法人、学校

法人の御協力をいただきながら、今回お願いしております長与町放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例により、放課後児童

クラブの環境等の改善を図っていきたいと考えております。 

 ２番目２点目の高田小正門付近に新たにかかるループ橋の安全対策につい

てでございます。 

 イの高田小学校線の全面開通の時期でございますが、現在、高田小学校入

り口付近とループ橋からの道のすりつけ工事を行っており、年内の供用開始

を予定しておるところでございます。 

 次に、ロのループ橋から正門までの横断歩道の設置でございますけれども、

現在の工事に含まれておりますので施工をいたします所存でございます。以

上でございます。 

（「もう一つ」の声あり） 

町  長 （吉田愼一君） 

 失礼しました。もう１点ございました。次、２点目、ホの高田小正門付近

に新たにかかるループ橋の安全対策についてでございます。 

    （「●     が抜けとるな」の声あり） 

町  長 （吉田愼一君） 

 ちょっと待ってください。 

議  長 （山口経正議員） 

 しばらく休憩します。 

（休憩●時●●分～●時●●分） 

議  長 （山口経正議員） 

 会議を再開します。 

町  長 （吉田愼一君） 

 どうも失礼いたしました。次、２点目のハとニの御質問にお答えをいたし

ます。 

 議員御指摘の町道につきましては、歩道の新設は道路幅員が狭く、歩道と

して新たな設置は困難と考えます。カラー舗装にて歩車道の区分をすること

により歩行者の安全性の対応と考えておりましたけれども、高田小学校育成

会及び下高田自治会を除く高田地区の自治会よりガードパイプ設置の強い要

望があり、ガードパイプの設置が可能なのか、道路幅員等考慮しながら、警

察との協議等を受けながら対応してまいりたいというふうに考えております。 

 次、２点目のホの御質問についてでございますけども、高田小正門付近に

新たにかかるループ橋の安全対策でございますけれども、お尋ねの場所への

信号機の設置につきましては、先般、高田地区関係者からの要望もいただい

ております。現在、時津警察署へ要望するよう準備を進めているところでご

ざいます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 
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教 育 長 （黒田義和君） 

 ②の教育問題について。 

 本年度実施されました全国学力調査の結果について回答いたします。 

 ことしの全国学力・学習状況調査は、去る４月２２日に実施され、その結

果が８月末に送ってまいりました。 

 それによりますと、長与町の平均正答率は、小・中学校とも８教科全てに

おいて、長崎県の正答率はもちろん、全国の正答率を上回っていました。特

に中学校は、全科目とも全国を大きく上回っていました。 

 それぞれの科目ごとの詳細な分析と対策は、これからじっくり時間をかけ

て行いますが、現段階での速報的な分析を申し上げますと、まず、小学校の

国語では、基礎基本は定着していて、必要な情報を取り出し、それらを整理

して話したり書いたりする力は高く評価されています。しかし、ある条件を

つけ加えられた記述問題では、無回答を含めて課題が残っております。 

 次に、小学校の算数では、割合に関しては全国や県の正答率を大きく上回

っていて、文章問題で問われていることを図や表に置きかえて考える力は高

く評価されています。しかし、解き方や理由を記述式で答える問題において

は課題が残っております。 

 次に、中学校国語では、基礎基本は十分定着していて、問題に応じて根拠

を示し、自分の考えを表現する力が高く評価されております。しかし、複数

の資料を読み、正確に読み取ったり、要約したりする力にはまだ課題が残っ

ております。 

 最後に、中学校数学では、学力が十分定着していて、全ての領域において

正答率は高いし、筋道を立てて考えたり、数量関係を数学的に説明したりす

る力は高く評価されています。しかし、図形に関する問題では、若干課題が

残されています。 

 以上が、全国学力・学習状況調査の結果と大まかな分析ですが、今後とも

課題を解決しながら、文武両道を目指し、さらなる学力の向上を図ってまい

る所存でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 じゃあ、それでは最初から、ピロリ菌についていきたいと思います。 

 まず、ここに大阪の高槻市がピロリ菌対策事業をやられておりまして、よ

くまとめておられます。この資料をもとに再質をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、説明も含めまして言いますけども、これ、わかるかどうかわかりま

せんが、黄色でラインをつけてるとこですね。これががんの死亡率、平成１

７年から２３年までのとこです。１位がんの死亡率でございます。よろしい

ですか。 

 部位別ですね、それがあります。それが、１位が男では肺、２位が胃、３

位が大腸、４位が肝臓、５位が膵臓、女性が大腸、肺、乳房、胃、膵臓、全
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体では、肺、胃、大腸、肝臓、膵臓ですね、これが出ております。胃がんは

肺がんに続いて２番目多いという形が出ております。日本全体でも胃がんは

２番目にがんの死亡率が多いそうです。 

 これも高槻市の分でございますが、平成２０年度、２１年度、２２年度、

２３年度、２４年度とあります。ここが胃がんのとこですね。わかりにくい

と思いますけども、よろしいでしょうか。よろしゅうございますか。胃がん

の検診の受診率の推移でこれはございます。余り受診率が上がってないとい

うことですね。現在、先ほど町長の答弁では、バリウム検査でやられてると

いうことですけども、それは余り受診率が上がっていないということなんで

す。 

 高齢者の方とか、特にバリウムを飲まれると、下剤を服用することから負

担が大きいと、敬遠される傾向にあります。特に高齢者の場合、胃の透視の

検査をした場合は、誤飲とか、腸閉塞等のリスクがあるために、なかなか高

齢者には推奨しづらいと。国ではバリウム検査をしなさいというふうになっ

てる、先ほど御答弁にありましたバリウム検査をしなさいというふうになっ

てると思います。じゃあ、その結果としては、なかなか胃がんの検査率が上

がっていないのが現状な、恐らくこれは一緒だと思います、上がっていない

んです。 

 どうすればいいのかということです。先ほど説明したように、ヘリコバク

ター・ピロリ菌というのは、今、我々が湧水を飲んだりとか、きれいな水の

ところを飲んだりとかしたら、胃酸がありますので十分その中に含まれてい

るピロリ菌は胃酸で溶けてしまいます。その胃酸がまた強くない幼少期に胃

の壁の中に入り込んでしまうわけです。それが胃の壁を傷つけ、胃の粘膜を

減らして、酸の攻撃を受けやすくしていると。胃炎や消化性胃炎の発症をさ

せる原因になっていると。これはアジアに非常に多いそうです。また、家族

からの経口感染ですね。よく小さいときにお母さんがかたい食べ物をくちゅ

くちゅとかんで、はいって口移しにやる、あれでもうつるそうなんですよ、

小さいときは。先ほど私の質問の中にありましたように、当初、ほとんどは

ピロリ菌が原因だと、このごろわかってきたそうなんです。 

 ちょっと戻りますけども、まず、ここまでで戻りますが、長与町の場合は、

がんの死亡されてる部位別は、どういうふうになっておられますか、お尋ね

いたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 健康保険課長。 

健康保険 （森川寛子君） 

課  長  死亡率についてお答えいたします。 

 結果として、２４年の結果をお答えいたしますので御了承ください。 

 長与町のがんでの死亡率っていうので、第１位は、男性は肺、２位が胃が

ん、それから３位大腸、４位肝臓という形になっております。女性につきま

しても、１位は肺、それから２位が胃、それから大腸と肝臓は同率っていう

形になっておりますので、胃がんはどちらも２位ということになっておりま
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す。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 じゃあ、大体、高槻市とそう大差ないっていう形ですね。 

 それと、次にお示しをしました受診率ですね、がんの受診率、本町の場合

はどうなっておられますか、質問します。 

議  長 （山口経正議員） 

 健康保険課長。 

健康保険 （森川寛子君） 

課  長  がん検診の受診率についてお答えします。 

 ２５年度につきましては、胃がん検診については１０.４％にしかいって

おりません。全体のがん検診の受診率が約２３％あっておりますので、非常

に胃がん検診については低い結果となっております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 高槻市が２４年度６.３％で、本町は１０.４％ですね、高槻市よりいいん

だという形がありますが、しかし、ほかのがん検診に比べて、やはりこの表

と同じように低いということが実証されてると思います。 

 その中で、先ほど国のガイドラインでは載ってない、胃がん検診でピロリ

菌は余り重視されてないということが出ましたけども、近年ではほとんどピ

ロリ菌が原因だということが出ております。これを除去するちゅうことが胃

がんや慢性胃炎を、疾病を抑制できる対策として非常に有効だということが

言われております。 

 それで、本町に戻りますと、本町に戻るんじゃなくて、あそこの、昨日、

一昨日ですか、雲仙市市議会でもこの問題を我々の同僚議員が質問いたしま

して、じゃあ、そこまで具体的にあるんであれば検査をやろうではないかと

いう、きょう言って、あしたすぐできるというものではないと思います。い

ろんな、例えばこの検査をするときに、医師会のもちろん同意というか、協

力がないとできないですね。また、予算もあると思います。そういう中で、

そういう医師会の皆さん方の同意、協力体制ができたらば、ピロリ菌の検査

もやろうということが市長の発言で出たそうです。もちろん、あそこは、雲

仙市っていうのは、南島原市と同じ医師会なんですね。だから、南島原市も

一緒にやらないとできない。例えば長与町、本町でも時津町と同じ医師会だ

と思います。そこも、時津町もやっぱり足並みを見てやらなきゃならないん

だろうって思いますけども、しかし、方向性としてはもうやる方向性で、ど

こもコンセンサスができているんだなというふうに感じます。本町でも、ぜ

ひやる方向で頑張っていただきたいというふうに思います。 

 ちなみに、実施の方法といたしまして、高槻市では５歳刻みで３０歳から

６０歳まで市民をやるそうです。３０、３５、４０、４５、５０、５５、６



 

－ 16 － 

０と。５年をすれば一回りするので、ほぼ除菌ができると。特定健診と同時

に実施をするということですね。まず、特定健診、国保の特定健診でやるっ

ていうことです。もし、これをやれれば、今もう御存じのように、所管の方

は御存じと思います。町長も御存じと思います。これは、医療というのは、

かかってから重篤な状況になって医療費をつぎ込めば莫大な医療費がかかり

ます。現在の医療というのは、その手前の部分で予防をしようという形です。

それは介護も一緒だと思うんですね。予防をして、かかる、重篤な状況にな

る手前にやろうという方向性ができております。ぜひこの検査をやっていた

だきたいというふうに思います。 

 先ほど申し上げたように、バリウムとかはちょっと敬遠されます。特に便

秘とか、女性の方はなるんですね。これは今、呼気でもできますし、尿でも

できますし、血液でもできるんですよ。以前よりも大分簡単になっておりま

す。胃がんが発見されるということで取り組んでいく自治体はなかなか多い

ようでございます。そのときに幾らかの費用がかかりますが、その費用の助

成という形でできないのかなというふうに思うんですけども、その辺につい

てはどういうふうにお考えでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 健康保険課長。 

健康保険 （森川寛子君） 

課  長  議員さんのおっしゃるように、予防医療として検査が必要だとは認識して

おります。 

 補助の方法としまして、町として補助を行うっていうことになりましたら

ば、一定の医療機関との委託契約によって、自己負担額を一定にする方法と

かありますし、逆に町の補助額を幾らという形で決めて、残りを自己負担し

てもらうとか、方法はいろいろ今後検討していかなければいけないと思いま

す。他市町の状況等も見ながら、それから医師会等の相談もありますので、

同じ時津町とかとも十分相談をしながら検討していきたいと思っております。

以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 前向きな御答弁でありがたいと思います。重ねて、重ねて町長、町長も私

たちが署名を提出したときに除菌をされたというお話を聞きました。先頭を

切ってやられているなという形で、非常に頼もしく感じました。町長の意気

込みっていうか、答弁をお聞かせ願いたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 西彼杵医師会と西海市入れて、いろんな会議やって、私もそこに出ており

ます。いろんな方々に伺っておりますけれども、まだ今のところピロリ菌っ

ていうのは出てないんですよ、その話の中では。だから今、議員おっしゃる
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ように、早い取り組みをされていらっしゃるなというのか私の率直な感想で

ございます。 

 やはり予防医学というのは大切であります。私も病院に行きますと、やっ

ぱり少しずつピロリ菌の話を聞くようになりました。したがいまして、そう

いった状況を見まして、病気になってからかかる費用というのは莫大な金が

かかるわけですので、そのあたりも十分検討させていただきたいというふう

に思っております。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 もう一度。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 大分前向きな御答弁をいただきましたんで、じゃあ、もう少し踏み込ませ

ていただいて、先ほど言ったように、医師会、ちょっと予算も立てなければ

ならないと思います。そういうふうな形で、もし同意というか、方向性が見

えたときは、ぜひ本町でも特定健診の中にピロリ菌の検査も入れていただき

たいと思います。 

 今、町長にこれをやれと言っても難しいと思うので、これは要望という形

でお聞き入れいただければいいかなと思います。ぜひ前向きに検討していた

だきたいと思います。よろしゅうございますか。 

 じゃあ次に、学童クラブについてお話をさせていただきます。 

 学童クラブは、これも何回も言っておりますが、先ほど民間の力をかりて

と、来年４月の開設を目指してと、視点を変えて民間にっていう形ですけど

も、もう少し早く視点を変えていただければよかったのかなというふうに思

いますが、現在の進行状況を、例えばまるたんぼクラブですね、いっぱいで

ございます。そんな中で、民間の力をかりてやるということですけども、そ

の場合に、役場としての補助はどういうふうな補助を考えておられますか、

お尋ねいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 お答えします。 

 放課後児童クラブに対しての補助につきましては、基本的な国庫補助事業

に基づいた補助基準にのっとった形で運営費等の補助を考えております。以

上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 運営費っていうのは、もっと細かく言えばどこまでなんですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 
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福祉課長 （西平隆邦君） 

 国のほうの基準でいきますと対象経費となっておりますけども、基本的に

は指導員の先生方の人件費が主な対象経費になると思います。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 公的な建物だったら、家賃とか、ほぼかからないと思います。民間の建物

をお借りして運営をする場合には、指導員の方の人件費の補助はもとより、

建物の家賃もかかると思うんですけども、それについてはどういうふうにお

考えですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 賃貸等の施設を利用した場合、現在、県のほうの家賃補助がございますの

で、それの補助の対応になるかと思います。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 今現在、まきのきクラブですか、あそこは民間の建物の２階を借りておら

れますね。あの場合の補助は、例えば全額なのか、半分なのか、３分の１な

のか、お示しいただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 現在、まきのきクラブに対する家賃補助につきましては、家賃の一部とい

う形で、ほぼ家賃相当額にはなりますけども、家賃全額ではございません。

以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 ほぼ家賃の相当額ちゅうことは、ほぼほとんど家賃の補助をしていただい

ているんだろうと思います。今度は県補助で、例えば公的建物がないんだか

ら、民間を借りようという形なんですよね、具体的には。その場合に、同等

の補助をしていただけるんですか、お尋ねいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 先ほど申しました県のほうの家賃を対象とする補助事業にのっかった形で

対応していこうと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 
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 １０番 （西岡克之議員） 

 だから、私がさっき県の補助は、ほぼまきのきと同等ぐらいの補助なんで

すかとお尋ねしてるんです。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 まきのきと同等、まきのきがもともと県の補助事業で始まってますので、

同等を考えております。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 じゃあ、再度確認します。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 じゃあ、再度確認いたします。じゃあ、今度の新しいところも、ほぼ家賃

分ぐらいの補助は出るという形で理解してよろしいですね。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部長。 

生活福祉 （田島弘明君） 

部  長  今、福祉課長が申しましたように、民間と話を進めさせていただいており

ますけれども、施設をどういう形にするかということまで、まだお話はさせ

ていただいておりません。ただ、向こうがそういう民間の施設をお借りして

事業を実施するということであれば、県の補助をして、まきのきと同等の金

額を町のほうから補助したいと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 じゃあ、再度確認の意味で話します。新しいところは、新しく、例えば運

営を民間のところで任せた場合には、指導員の人件費で家賃のほぼ全額に近

いという形の補助はあるという形と理解してよろしいですね。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 おっしゃるとおり、できる限りの対応をしていきたいと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 わかりました。補助については、そういう形で確認をさせていただきまし

た。 

 あとは、とにかくスピード感を持ってやってください。これ去年からずっ

と私も含めて同僚議員も質問しております。なかなか進まなかったんですね。

ここに来て、少しスピードが出てきたかなと思いますけども、もう少しスピ
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ード感を持って進めていっていただければという形で思いますので、よろし

くお願いします。 

 続きまして、教育問題を質問をさせていただきます。 

 まず、学力テストの件でございますが、新聞のところによりますと、ちょ

っとお待ちください。これは某県内の新聞でございますが、かなり底上げが

進んでいるという形で書いておりました。もとより本町においては、いつも

平均点以上であるし、全国平均以上の点数を子供たちが上げているというふ

うに思います。その中で、先ほど教育長が言われた、国語の基礎はよかった

と、記述がまだまだ問題があるって、小学校国語ですね。図表は高いと、記

述が課題があるとか、中学国語は要点に課題がある、中学数学の全てに、ま

だ、図形の力がまだまだだっていう形ですね。今後、多分、分析が出たばか

りで、今からどう対策をするんだっていっても、ちょっと酷なところあると

思うんですけども、今、わかる部分で、その対策のことについて考えておら

れれば少し質問をいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 ８月の終わりに来たばっかしで、まだちょうど、質問と重なったりなんか

で分析がいってませんけども、これは学校ごとに課題もありますので、各学

校で分析していただいて、そしてそれを町全体としてどういう傾向にあるの

かというのを、うちの指導主事あたりも中心、学校と一緒になって検討して

いくということで、もうちょっと時間が要る、必要かと思いますが、とにか

くやってまいります。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 わかりました。この図形とかいう形、以前、長与中学校で電子黒板があっ

て視察に行かせていただきました。なかなか電子黒板というのはビジュアル

に訴えるものがあって、生徒もわかりやすいというふうに思うんですね。か

なりああいう形での、今までとちょっと違った形の教え方といいますか、は

生徒の理解が進むんではないかなというふうに思います。 

 今後、そういう電子化というのはずっと来ると思うんですよ。その場合に、

またほかでも電子化、町内、他校も電子化というのが考えられると思うんで

すけども、その辺に関してはどういうふうに思われますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 おかげさまで、うち、長与町は他市町に比べて早く、アナログからデジタ

ルにかわるときに思い切って５０インチにしていただいて、これを全ての教

室に入れてるんです。これはもう県下でも特筆すべきことなんですが、まだ、

おっしゃるように、電子黒板は国の指定を受けて長与中だけなんですけども、
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ほかの学校は大型モニターテレビなんですけども、実はそれパソコンとつな

いで利用しているんですが、どんなにすばらしいハードを用意しても、ソフ

トがなければ単なる箱でありますから、今、私たちはデジタル教科書ってい

うのをお願いして予算つけていただいて、デジタル教科書で利用してますの

で、全ての学校が、大体おっしゃるように図形とか動きのあるものを視覚的

に提示しながら、指導法の一環として使えてるというので、今後ともこのソ

フトの充実を図りながら、全ての学校で活用を目指していきたいと。あれを

使うと、子供たちの学習意欲がとにかく高まるんですよね。そこに糸口を見

つけて、学力向上を図りたいと、こういうように思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 内容については、そのくらいにしておきたいと思います。 

 今回、一番この質問に関して関心が高いのは、本町の子供たちがどこら辺

ぐらいまで全国と比べてあるのかという形だと思うんですね。学力の各科の

平均正答率いうのがもう新聞のほうでは出ておりまして、小学校では国語は

秋田、国語Ｂも秋田、算数Ａも秋田、算数Ｂも秋田が全部出て、７７.４、

６７.３、８５.１、６６.２というふうに秋田が断トツですね。その次が鳥

取とか茨城とか青森とか広島とか出ております。中学校でも秋田、福井、前

もこれ質問したときも、あのあたりが一番高かったんですね、で出ておりま

す。また、県の正答率も出ております。小学校では本県が７１.９、全国７

２.９、Ｂの活用問題では本県が５３.５、全国５５.５、小学校算数が７８.

０、全国７８.１、Ｂが５７.２、５８.２、中学校では国語がＡで７９.０、

全国では７９.４、Ｂでは本県が４９.８、全国５１.０で出ておりますけど

も、本町の子供たちが大体どこら辺にいるのかという部分を、もし数字で示

すことができれば教えていただきたいというふうに思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 今、新聞等の数字をおっしゃいましたけども、実はことしから学力調査の

結果の公表については大幅な改定がなされたんですね。それはもう既に新聞

でも御案内のとおりです。とにかく教育的な配慮から、学校ごとの平均点は

出すまいというので、ほとんど全国的にも学校ごとの平均点を公表するとこ

ろは私もあんまり聞いたことがございません。長崎県でも学校ごとの平均点

は公表しておりません。じゃあ、市町村別をどうするかという問題があるわ

けですけども、昨年度までは多分この場で質問があったとき、生の点をぺら

ぺらぺらぺら言ってたと思うんですが、非常にデリケートな問題で、教育長

会でもそういうのが話題になって、何ていうんですか、もしよろしかったら、

生の点は言わずに、大体これぐらい。狙いは全国でも、あるいは県下でもど

のくらいぐらいに長与町の実態あるのかということが狙いでしょうから、そ

ちらのほうで勘弁させていただきたいというふうに思っておりますが、８科
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目ありまして、小学校の国語Ａは、全国の平均点をわずかに上回っておりま

した。もちろん全国と長崎県を比べると、長崎県は全国の全ての科目よりも

下回っておりました。ですから、我々は全国を基準に話をさせていただきま

す。 

 それから小学校の国語Ｂと小学校の算数Ａ、Ｂ、中学校の国語Ａ、Ｂ、こ

れはいずれも全国の正答率よりも５ポイント程度から９ポイント程度上回っ

ておりました。また、中学校の数学は、Ａ、Ｂ両方とも全国の正答率よりも

１３ポイント程度上回っておりました。 

 それでは位置づけがわからないかなと思いますので、昨年までもずっと言

ってきておりましたので、経年比較という意味で、先ほどおっしゃいました

全国の新聞にばあっと載ってたあれと比べて申しますと、小学校の国語Ｂと

算数Ａ、Ｂの正答率は、全国のあの中のベストスリーの県の中に長与町は入

っております。また、中学校は、全ての科目にわたって、全国のトップの県

よりも全て上回っております。 

 ただ、ここで誤解がないように補足しますけども、長与町と各県の平均を

比べることは、母集団が全然違うので余り意味がないんですが、毎年比較し

てる点で申しましたわけで、全国のトップの県を上回っているから長与町が

全国で１番だと、そういうことではございませんので、御理解がなきように

していただければと思ってます。 

 以上から申しますと、国語Ａを除けば、全て本当によく頑張っているなと

いうふうに思っております。 

 なお、県教委のほうは、今それを分析しておりまして、できるだけ早く各

市町の状況はどうであったかというのを公表する計画で進めているようでご

ざいますので、また、それも見ていただけたらというふうに思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 わかりました。じゃあ、そっちのほうは楽しみに待っております。 

 その中で、今回、県独自で行ったと思われますけども、英語もあったんで

すよね。それは、もう感想で結構ですけども教えていただきたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 これは全国学力調査と同時に、長崎県の中学校の英語が行われました。そ

して、これはなぜか、もう既にスタートしたときから市町村別の平均点はぱ

あっと公表して、インターネットにも載っております。それで今回は、長与

町は平均は７６.８点でございまして、県下で断トツトップでございました。

２位と相当の開きがございました。これはもうインターネットでも公表され

てますので、ここでも報告したいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 
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 １０番 （西岡克之議員） 

 最後に、本題とはちょっと違うんですけども、新聞記事によりますと、今

回スマートフォンと携帯電話の調査をされてると思いますね、もう御存じと

思います。その中で、スマホとか携帯を長くいじくってる子は成績が悪かっ

たと、もちろんそうだと思いますけども、その件に関して教育長の所感はど

うなのか、お尋ねしたいと思います。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 おっしゃるとおり、御指摘のとおりで、スマホ、携帯ばっかしいじってる

と、当然、勉強時間が少なくなって、学力に影響が出るだろうと予想されま

すが、今回も文科省のほうの調査の分析の中で、それがはっきりと出てまし

た。例えば中学校の数学の活用では、１日平気３０分未満の集団と、４時間

以上の集団では、平均点で１８.６ポイントの差があったという、こういう

ふうな数値も出ております。 

 私は、学力云々よりも、携帯、スマホというのは、もう今、町内でも全て

の生徒指導の根源は、この携帯、スマホにかかわることなんですよ。ですか

ら、学校には持ってくるなという指導はしておりますけども、当然、家庭で

は使ってる子供が多いわけでございますので、ぜひ家庭でもスマホ、携帯の

利用については気を使っていただいて、子供たちをそういう非行、安全、事

故、そういうことに巻き込まれないようにお願いしたいなというふうに思っ

てるところでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 おっしゃるとおりだと思います。出た当時は、携帯が出た当時、もう今か

ら１０数年前ですかね、子供たちに行き渡るようになったときに、使わせな

いとか持たせないとかいう運動があったんですけども、今はもう、今、教育

長がおっしゃったように、誰でも持ってる、使ってると思うんですね。学校

にはもちろん持ってきてはいかんと思いますけども、要はおっしゃるように、

使い方ですね、その辺がこれから求められてるところじゃないのかなという

ふうに思います。 

 これはもう学校教育だけじゃなくて、家庭も一緒になって、ＰＴＡとか一

緒になってやっていくべきじゃないかなというふうに思いますので、おっし

ゃることはよくわかります。 

 時間も少なくなってきましたので、最後の高田小学校のところをお話を、

安全対策ですね、お話ししたいと思います。 

 イについて、今年内という形ですけども、具体的にもう少しいつごろまで

というのがわかればお答え願いたいと思いますが。 

議  長 （山口経正議員） 

 都市整備課長。 

都市整備 （松邨清茂君） 

課  長  １２月末までには開通させたいということで答弁をさせていただいており
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ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 わかりました。じゃあ３学期にはもう使えるわけですね。２学期までで使

えなくて、３学期からは子供たちもループのほうを渡っていって、小学校に

通学ができるという形だというふうに思います。 

 次に、もう、それと同時に横断歩道もされるという答弁をいただきました

ので、それは結構です。 

 ハの段差のない歩道の新設は、これ無理だっておっしゃったんだ。ハとニ

は関連がございますので、一緒にお答えをしていただければというふうに思

います。ガードパイプについての新設はどうなのか、それと歩道の新設はど

うなのか、そこをお尋ねいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 管理課長。 

管理課長 （森 浩平君） 

 自治会、これの町長の答弁にもございましたように、高田小学校育英会長

と高田小学校の下高田を除く高田地区の自治会長より要望がございました。

それで何度かお話し合いをさせていただいて、８月下旬にまたお話し合いを

育英会長と高田小学校校長、百合野の４地区の自治会長と協議をさせていた

だきまして、一応ガードパイプができるところに関しましてはガードパイプ

をつけようと、車道の様子を見ながら。それとガードパイプができないとこ

ろ、それに関してはカラー舗装で対応をしようということで、その話を回答

しております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 西岡議員。 

 １０番 （西岡克之議員） 

 わかりました。じゃあ、よろしくお願いします。 

 それと、最後のホの問題ですけども、これは、もう、どこだったかな、要

望の準備をしているということなので、また再度、要望がかなうように準備

をお願いしたいというふうに思います。もうこれは答弁要りません。所管の

方、ぜひ早目にできるようにお願いしたいというふうに思います。よろしゅ

うございますか。これもいつまでにできるんだと言っても、それはもう愚問

でございまして、順番等ございますので、なるべく早く点滅式信号機ですね、

つくっていただきたいというふうに思います。 

 以上で私の質問は終わります。ありがとうございました。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で、１０時５０分まで休憩します。 

（休憩１０時３５分～１０時５０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 
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 通告順２、吉岡清彦議員の①長与町における問題点をどう解決するのかに

ついて、②新図書館の建設について、③長与の文化の発展についての質問を

同時に許します。 

 １９番、吉岡清彦議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 一般質問に入る前に、一言ですかね、言葉を述べたいと思います。 

 まずは、佐世保市内における女子高校生の痛ましい事故もありました。亡

くなられた方の御冥福を心よりお祈りいたしたいと思います。また、それと

ともに、高校生です、加害者の方も若いですので、早い立ち直りを期待した

いと思っております。 

 また、ことしは、初めから出ておりましたように、自然災害が多数発生し

ております。特に広島市内ですかね、一団地ごとやられておりますけども、

亡くなられた方々の御冥福をまたお祈りいたしたいと思っております。とと

もに、罹災された方々の早い復旧を願っております。いろんな事故が、ある

いは事件が発生するたびに、何かの兆候、前ぶれがあるようにいつも感じて

おります。 

 では、質問に入りたいと思います。 

 １番ですね、長与町における問題点をどう解決するかでございますけれど

も、６月議会に引き続いて、先人の方や有識者の指導を受けながら質問いた

します。 

 まず、人生とか、経営で一番難しいのは、何が問題かを見抜くこと。問題

さえわかれば、ばかでも解決できると、この方がタビオ会長の越智さんが言

っておられます。次、民主は人馬を蓄えよ。次の次も政権とれぬ、ガバナン

ス、統治能力に問題がある。野党はばらばらだということで、産経新聞の３

月３日付に古賀連合会長さんがインタビューに載っておりました。あるいは

物事は全て、できる限り単純にすべきであるですね、アインシュタイン博士

か言っております。今回また新たにそういう方々の有識者、先人の言葉です

ね、いただきたいと思っております。 

 制度にすがり、組織にすがり、システムにすがり、目線を民に、住民に向

けることのできない組織体は、いずれ倒産、消滅するであろう。その根本は

人にありですね、とか、事の前にありては怠惰、事に当たってはそこつ、事

の後においては安逸、これ百事成らざるゆえんなり、この方、安岡正篤さん

がおっしゃっておりますけど、この二人の方々、またいただきながら行きた

いと思います。 

 今、長与町を思うときに、一合升、これ「弁」と書いてますけど、一合升

ですね。一升ますとか、一合升の、そんなことです。一合升行政、あるいは

歯磨き行政に陥っていないか、危惧するとこであります。よって、諸問題を

どう解決していくのか、質問いたします。 

 （１）組織で大事なことは、人材、人馬っていいますかね、これは会長が

言ってますで人馬と書いてますけども、の確保や育成であるが、今のままで
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大丈夫か。 

 ２番、町長のリーダーシップとして、今のままで大丈夫か。 

 ３番、管理職への登用は適材適所でやるべきと思うが、基準はどうなって

いるのか。 

 （４）事をなすに、景観を安全対策より重視するのか、危機管理に対する

欠如が見られておると私は思っております。 

 （５）資源ごみの拠点収集で３,０００万が不要となってきた、６月議会

でおっしゃいました。その分を子供たちのために利用しているとの答弁であ

ったが、利用内容は何か。なお、苦労している住民の今後の対策は何がある

のか。 

 （６）業者の方が資源ごみを各家庭で回収しております。住民の方は物す

ごい助かっておるわけですね。より協力し合って奨励していったらどうかと

思います。 

 大きな２点目ですね、新図書館の建設について。住民の方々が期待してい

る新図書館ですけれども、以下質問していきます。 

 （１）新図書館の建設を住民の何％の人が希望しているのか。 

 （２）土地購入費は幾らか。もし支払い利息等が発生すると年間幾らかで

すね、その年数は何年間か。 

 （３）建物建設とか設備いろいろ出てきます。その総額は幾らか。もし支

払い利息が発生するとすれば年間幾らか、その年数は何年間か。 

 （４）番、新図書館の運営管理維持費は年間幾らなのか。 

 （５）ですね、支払い利息や運営管理、維持費が現状より高くなった場合、

財源は何をもって充てていくのか。 

 （６）開館予定はいつになるのか。 

 大きな３番に行きます。長与の文化の発展についてですね。 

 （１）日本舞踊を学校教育に取り入れることを目指して、日本舞踊協会が

８月３日山口市の山口市民会館で、全国初となる子供向け講習会を開催し、

小・中学生らが童謡、日本の童謡や地元の金子みすゞさんの詩にあわせて、

伝統の踊りを体験した。日本舞踊を通して、日本の伝統文化や歴史に興味を

持ち、誇りを持つことは、子供の健やかな成長につながるそういう談話が産

経新聞の８月４日に出ておりました。 

 長与町にも、特産品を題材としたみかん音頭、あるいは類のない郷土芸能

をもじって長与町にも物すごい郷土芸能があります。そういうのを入れ込ん

だ新しく創作された長与郷土芸能盆唄おどりもできております。など、すば

らしいものがあるわけですね、文化がですね。これらをまずは小・中学生の

情操教育の一環として取り入れたらどうかと思います。長与の文化の発展に

も寄与すると思います。そして、なおかつ公民館講座などでも、大人の方に

でもまた広めていただく、そういうのをどう考えるか質問いたします。 

 （２）国体が迫ってきました。またとない長与の文化の見せ場であると思

います。昨年の全国の女子ソフトボール大会では、斉藤の龍踊りが披露され

ました。今回はどういう楽しみがあるか私も楽しみにしておりますけれども、
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長与の文化的なものを対象とすべきであるとそう思います。 

 以上、質問をいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、吉岡議員の御質問にお答えをさせていただきたいと存じます。 

 ３番目１点目の組織で大事なことは人材の確保や育成であるが、今のまま

で大丈夫かとの御質問でございますけれども、所管をいたしております教育

委員会から３番の１点目の御質問ですね、つきましては回答いたします。私

のほうからは、その他の御質問についてお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 １番目１点目の、今申し上げました人材の確保等々につきましてですけれ

ども、退職者を補充する形での職員採用に加えまして、今年度より、専門的

な業務や知識、経験を必要とする業務におきまして再任用職員を活用するな

ど、スムーズな世代交代と職員構成の平準化を図ってまいります。 

 また、県との人事交流を行うなど、より組織が活性化するように取り組ん

でまいります。 

 職員の育成につきましては、長与町人材育成基本方針におきまして、公平

かつ公正に町民視点で考え、対応できる職員、地域課題を感じ取り、積極的

に行動する職員を、求める職員像として定めております。 

 公平・公正の立場で物事を考え、画一的ではなく、誠意のある対応ができ、

長与町にとって今何が求められているのか、何をすべきなのかを論理的に把

握し、その実現に向けて積極的に行動する職員となるよう、経験年数や職責

にあわせて実施する階層別研修や、職務を遂行するために必要な知識、技能

を習得するための専門研修など、職員の資質向上と能力開発を行い、より質

の高い人材となるよう育成を行っているところでございます。 

 ２点目の町長のリーダーシップとして、今のままで大丈夫かとの御質問で

すが、町長に就任して２年が経過いたしました。この間、町政の最大限の目

的であります町民皆様の幸せな生活の実現を目指して、職員とともに常に町

民の目線と立場に立って町政の推進に努めてきたところでございます。 

 今のままで大丈夫かという御心配ですが、今般の厳しい地方財政の中、今

後とも、現在取り組んでおります事業の早期完成、また町長就任時にお示し

いたしましたビジョンの実現へ向けて、職員ともども住民の期待に応えるべ

く努力をしてまいる所存でございますので、よろしくお願いを申し上げたい

と思います。 

 ３点目の管理職への登用についての御質問でございます。管理職への登用

につきましては、経験年数や職責を参考としながら、管理職として求められ

る責任感や問題意識など、資質を踏まえた人物重視の登用を行ってまいりま

す。 

 ４点目の景観の安全対策をより重視するのかという御質問についてですけ

れども、議員御指摘の、景観を安全対策より重要視しているとは思っており
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ません。今後も歩行者及び運転者の目線に立ち、なお一層の安全対策を行っ

ていきたいと思っております。 

 例えば交差点、横断歩道の高木及び低木の剪定、高木の伐採、低木の移植

等現地を確認しながら、また地域の方々よりの要望等を踏まえ対応をしてま

いりたいと思っております。 

 ５点目のことについてお答えをいたします。 

 資源化物の拠点回収による余剰金の利用内容は何かについでてございます

けれども、さきの６月議会におきます議員の御質問に対します答弁の中で、

拠点回収につきまして町民皆様の御協力をいただくことによりまして浮きま

した予算を、子供たちの教育費及び文化等にも使える旨の答弁を申し上げた

ところでございます。それにつきましては、あくまでも一般財源としての多

目的に利用ができるということを、子供たちの教育費等、一例として申し上

げたわけでございますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、資源化物の拠点回収におきます町民皆様の負担軽減に向けての対策

についてでございますけれども、今までも御答弁申し上げてまいりましたと

おり、急速な少子高齢化が進展する中での地域のコミュニティ強化や地域活

動の活性化の観点や、高齢者等のごみ出し弱者への対策も含めた資源化物の

収集の方法を保健環境連合会と一緒になり研究・協議し実施をしているとこ

ろでございます。 

 その対応策といたしまして、高齢者等ごみ出し支援事業及び自治会独自で

の個別回収への助成を行いますとともに、指定の日に出すことが難しい方の

ために、常設の回収拠点を、水道局庁舎１階ＥＭ倉庫を初めとしまして町内

４カ所に設置を行っているところでございます。このことにつきましても町

民皆様への周知が進むにつれ、利用者も年々増加しているところでございま

す。 

 そのような状況を受けまして、先般、回収拠点の増設に向けまして、自治

会へのアンケート調査も実施したところでございます。今年度も３カ所程度

の増設を考えておりまして、設置場所及び運用手法等につきましては、御要

望いただきました自治会との協議を行いまして、設置をしてまいりたいと考

えております。 

 また、高齢者等ごみ出し支援事業につきましても、介護保険課等の関係所

管との連携を密にし、ごみ出し弱者対策の充実を図って参りたいと考えてお

ります。 

 ６点目の御質問についてお答えいたします。 

 業者による各家庭からの回収の奨励についてでございますが、御指摘のと

おり業者による新聞、雑誌、空き缶等の資源化物の回収が行われており、新

聞各社におきましても、読者サービスとして月１回の玄関先での回収が行わ

れているところもございます。行政と同様に、資源の循環型社会を目指すと

いう観点から、これを否定するものでないことは、御案内のとおりでござい

ます。 

 しかし、行政には、民間の営利活動とは違いまして、法の規定によります
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市町村の責務としての事業の継続が求められているところでもございます。

したがいまして、民間の営利活動と行政の責務としての事業は、一線を画す

るものと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 ２番目１点目の、新図書館を住民の何名が希望しているのかについての御

質問でございますが、全ての住民に対し直接、図書館建設の是非について調

査をしたことはございませんが、昨年の７、８月にかけまして、住民基本台

帳をもとに、３,０００件を抽出し、また、加えて町内３中学校の２年生か

らそれぞれ２学級の６学級及び北陽台高校、長崎商業高校の２年生からそれ

ぞれ２学級の４学級を抽出して、長与町立図書館に関する町民アンケート調

査を実施をしております。アンケートでは、新図書館に望まれる多くの御意

見や、自由意見をいただいております。調査結果から感じられましたことは、

新図書館への住民の期待は大きいというところでございます。 

 次に、御質問の２点目から６点目でございますけれども、これについては、

一括して答弁をさせていただきたいと思います。 

 新図書館の建設につきましては、議員御案内のとおり、さきの６月議会に

おきまして、新図書館建設推進専門員設置の議決をいただき、７月から建設

の基本構想策定に取りかかったところでございます。 

 今回、議員が御質問されております事項等につきましては、今議会で予算

のお願いをしております新図書館基本構想策定委員会を組織した後、委員会

へ諮問しながら詰めてまいりたいと思っておりますので、現時点での明確な

回答ができないことを御了承いただきたいと思います。ただ、土地の購入を

初め、建設費等々につきましては、もちろん国庫補助の活用が前提であり、

まず、町の方針を決めた上で、できるだけ財政的な負担をかけないような計

画を策定したいと思っております。また同様に、維持管理につきましても、

効率的な運営を前提として、計画していこうと思っております。 

 続いて、３番目２点目の御質問についてお答えします。 

 国体開催時における長与町の文化発信への取り組みとしましては、初めに

国体開始式でのアトラクションとして高田中学校生徒による龍踊りを披露す

ることといたしております。このとき使用します龍は、昨年の秋から、地域

皆様の御指導のもと、生徒、保護者、先生が一致協力して製作を進めてこら

れた手づくりの新しい龍が、披露されることとなっております。 

 ２つ目として、開催期間中は運動公園広場内にスポーツ・文化写真展のテ

ントブースを設置し、長与町郷土芸能大会の写真、並びに昭和４４年に開催

されました長崎国体時における長与町での開催状況写真を展示して、町の郷

土芸能とソフトボール競技の歴史を紹介することといたしております。 

 ３つ目といたしましては、長崎県が発行します国民体育大会総合プログラ

ムにおきまして、県内の主要な文化を紹介する文化プログラムのイベント欄

にも、長与町文化協会発表会や、平和コンサートｉｎながよ、さらには、長

与川まつりや町民文化祭も掲載をいたし、広く全国からお見えになる皆様に、

長与町の紹介を行うことといたしているところでございます。 

 以上でございます。 
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議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 ③長与の文化の発展について１番目の長与の文化を小・中学生の情操教育

の一環として取り入れたらどうかについて回答いたします。 

 議員御指摘のとおり、伝統文化を児童生徒に伝え、情操を育んでいくこと

はとても大切なことだと思います。教育基本法にも、伝統と文化を尊重し、

それらを育んできた我が国と郷土を愛することが、教育の目標の一つに掲げ

られております。 

 町内小・中学校では、その目標を達成するために、例えば社会、音楽、体

育、総合的な学習の時間、学校行事などで、伝統文化にかかわる学習に取り

組んでいるところでございます。例えば、運動会でみかん音頭や高田コミュ

ニティ音頭などを踊ったり、和太鼓の演奏をしたり、伝統芸能を披露したり

する学校もございます。ただ、月曜から金曜までの日課の中で、学習内容が

どんどん増加していますので、新たに伝統文化に取り組む時間をふやしてい

くのはかなり窮屈になっております。特に、国体を間近に控えて、がんばら

んば体操にも取り組んでいますので、ますます過密状態であります。 

 しかし、今回、せっかく長与郷土芸能盆唄の御提案をいただきましたので、

国体終了後には取り入れられないかどうか校長会などで話し合ってみようと

考えております。 

 また、公民館講座では、自主講座として取り組むことは可能でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 では、再質問に入りたいと思います。 

 常々この人材については３年から５年に１回ぐらい、この議員になって質

問をさせていただいてきとるわけですね。当然、今までの答弁と同じような

あり方で来てるわけです。それは間違いなかったじゃないかと思っておりま

す。だから、そこに全て立派な方々が座っておられる、そういうことじゃな

いかなと思っております。 

 特に、町長が言ってまして、画一的でない、やっぱりそういうことも教え

て町長自身がやってる。それでまた今度はここにおられる管理職の皆さん方

が、今度また若い人たちにそういうのもまた教えていく。それはやっぱり伝

統的な、また人材育成の流れじゃないかと私も思っておりますので、それが

スムーズにいっておればいいんじゃないかと安心はしております。 

 町長のリーダーシップですか、町長にしてもそういう同じような考えでお

られるから職員さんにもそういう指導をしている、そういう形じゃないか、

そういう点も安心してはおるところでございます。 

 そこで、３番目の適材適所登用ですね、そういうのに向かってくるわけで

すけども、人物本位、知識を重要視するとか人物の重要性とか大事なことで

す。とともに、大事なことは一番はタビオの越智会長も言ってますように、
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人生とか経営ですね、あるいは経営ということは運営とかですね、そういう

ものが入ってくるわけですけども、何が問題か、これがなかなか難しいとこ

ろじゃないかと思っております。なぜ私がこれを言いますかというと、よく

年齢が来たから課長とか部長に上げようとか、そういうことになりがちなこ

ともあるわけですね、ひょっとしたらですね、そういうのがなければいいわ

けですけども、あと２年だから上げていこうとか、そういうのがないかどう

かちょっとお尋ねいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今、議員がおっしゃるとおり大変、生身の人間で運営をしているわけで、

いろんなところでやっぱり迷うわけでございますけれども、ただ、私はやっ

ぱり私みずからが襟を正して、そのあたりについては適材適所の人事という

ことでないと、やはり皆さんが納得をしないと思いますので、そのあたりは

十分注意しながらやっていこうというふうに思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 それを聞いて安心をしております。 

 （４）の事を成すに景観を安全対策より重視するのかという、問うてるわ

けですけども、なぜこういうことを言うかというと、６月議会でもちょっと

私としては先ほどもいろんな事例が出てましたように、何か事ある前に対策

をやっぱりするような政策を、またとらなきゃならないという意味からして、

そういうことを質問してきたわけですけども、ちょっとそこにあれっと思う

ようなこともありましたので、再度、危機管理が欠如してるんじゃないかと

いう質問になってくるわけです。 

 よく私がいろんな人からの、あるいは書物等々で危機管理といいますか、

何か事ある前提、どういう対策をとるか、３３０の法則というのを唱えた方

があるわけですね。これはアメリカの労働災害、労災ですね、そういうのを

専門に研究された方がおられて３３０の法則を打ち立てておるわけです。こ

れを分解すると１足す２９足す３００、そういうことですね。ということは、

１ということは１つの事件、事故、何かが発生する、あるいは交通事故でも

何でも一緒ですよね、１つの事件、事故何かが発生したときには、もうそれ

以前にもう２９の目に見えた障害物とかいろんなものがあってるんですよと。

労災なら労災にしても片づけが悪いとかですね、何かそういうちょっとした

ことがはっきり出てるんですよと、その方は２９と言っているわけですね。

そのあとなおかつ３００ですね、目に見えない、わからない何かがやっぱり

潜んでるんですよということを。だから、事が起きる前にそういうものをや

っぱり撤去するなり片づけるなり、そうしていかないと労働災害というのは

なくなりゃせんよと。あるいは火災にしても何でも、交通事故でも一緒と思

います。私は常にそういうもんは頭に入れながらやっておるわけですけども、
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それをなかなかわからないわけですね。ああ、いいわ、それぐらいだったら

放っておけというのがごく普通じゃないかと思うわけです。佐世保の方もひ

ょっとしたら何かがあったかわからない。わかっとってもなかなか対応がで

きなかった、あんな悲惨な事故が起きた。 

 やっぱりそれは確かに人間対人間ですので難しいとこがあるでしょうけど

も、事、行政が対応する安全策とかなんとかであればやっぱり自分たちから

何か指摘があったならば、住民から指摘があったならばとか、あるいは議会

でも一緒ですけれども、何かあったならば１回見てみようとか、検証してみ

ようとか、やっぱりそういうことが大事じゃないかと思うわけですね。だか

ら、今度はまた新たに安岡さんって町長知ってると思いますけどね、この方

ですね、天皇の言葉を書き直した方ですよね、この人が言ってますよね。事

の後においては安逸、もう安心してしまう、議会が終わったら、ああ、何か

言われたばい、もう終わったばいですね、やっぱりそういう傾向があるじゃ

ないかと私も常々見とるわけですね。検証する、やっぱりそういうことが大

事じゃないかということを言いたいわけですね、これですね。そういうこと

をやっていかないと、また何かの事故が発生する。やっぱりそういうことが

一つの事案として、この景観は大事にするのか、いや、私はやっぱり安全策

が大事じゃないかということで言ってるわけですね。そういうことについて、

再度、町長のほうからやっぱり答弁を聞きたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今、議員がおっしゃったようなことで、やはり物が起こる前にやっていく

ということが大事だと思うんですね。事後の１００策よりも事前の１策とい

うようなことだろうと思うんです。それも私も議員さんと全く同じ考えでご

ざいます。議員さんおっしゃってることがもし事例としてあれば、所管のほ

うにでも答えさせていただこうと思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 町長が、だから、６月議会なら６月議会で吉岡がこういう質問した、ああ

いう流れだった。そうしたならば終わった後でもいいから、私が町長のリー

ダーシップが何とかいうのも、吉岡がああいうことを言いおった、あるいは

議員が、ほかの人たちも一緒ですけれども、何かそういう提案しおった、あ

るいは、じゃあどうなってるのかとか、そういうものを町長がやっぱり把握

していく必要があったわけですね。 

 また、３つの言葉というのがありますね。大局を俯瞰する鳥の目ですね。

回遊して回って周囲を把握する魚の目ですね。小局なちっちゃな虫の目です

ね。やっぱり大局的あるいは中間的に、あるいは目線をぐっと下げて地べた

にはってでも見る、やっぱりそういう目線が必要じゃないかと思うわけです

ね。そういうところに私が危機感を、人材としてよく危惧するわけですね、
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これをね。せっかく管理職としておられて、前町長からの訓示を受けて立派

にやられて、また、現町長がそうやってまた引っ張っていくわけですから、

だから町長としてもやっぱりそういうところの見方を確かめる、あるいは改

良して再度検討し合う、これが大事じゃないかちゅうことを、また安岡さん

も、あるいは松下さんも言ってるんじゃないかと思います、これですね。や

っぱりこういう人たちの言葉とか伝言ちゅうのは私は大事じゃないかと思う

わけですね。そういうことを町長に、再度確かめながら今聞きましたからわ

かりましたけれども、これからも住民の本当のためになるような、やっぱり

そういうような見方を、目線を下から見てでも大人がする目線と子供がする

目線、あるいは運転者からする目線、私から見た場合は全部見えます。今度

は運転したら見えなくなります。そういう目線をいろんな形から鳥の目、魚

の目、虫の目そういう目線をやっぱり持って安全策をやってほしいというの

が私の願いですね。そしたら、町長がそういう気持ちでずっと指導していく

でしょうから安心はしております。 

 （５）ですね、一般財源としてそれはそれでいいんです。やっぱり苦しめ

て財源つくる。やっぱり僕はそういうのはちょっとおかしいんじゃないかっ

てわけですね。そういうんじゃなくして、これ５番と６番関連してきますけ

ども、今までそれがかかったものを業者の方々がしていただいて、３,００

０万浮いたからそういうのに有効にできたと、それならわかるんですよ。い

ろんな行財政改革で住民を苦しめて、いつもずっともう十何年間見てきてま

すけども、苦しめて鼻高々と経費削減しましたといっても、ちょっとそれは

見当違いじゃないかと思うわけですね。 

 そういうのじゃなくして、本当の行財政改革になればいいわけですけども、

６番目は、業者の方々がしていただいてるわけですから、それに向かって行

政とちょっとそれは違うかわかりませんけども、奨励し合うとか協力し合う

とか、そういうのができると思うわけですね。そして、持っていかないもの

はごみステーションなり何らかの考える。だから、考えるのが、物を１つの

方程式が、もう一つの足し算、引き算、掛け算、割り算でも答えが出てるや

り方しか皆さん方しないわけですね。ちょっとそれは私はずっと言ってきて

る、おかしいわけ。ちょっと私が１つ問題というか、１つの方程式、考える

わけです、皆さん方がですね。１、４、９、２、それに足す、引く、掛け、

割る、括弧やっぱりこういうのをいろいろ使って組み合わせてゼロになる数

字、これは私が考えたわけですけども、その式をやっぱり考え、自分のため

に何がいいかというゼロの答えを何がいいかというのを自分で考えるわけで

す。今の場合はもう式が決まったものを答えを出して、それを解きなさい、

しなさい。やっぱりそういうふうに今の方程式になっとるわけですね。 

 そうじゃなくして、前のほうを算数だけども、経営とか運営とか運用にし

なきゃならないわけです。これは今すぐ解く必要はないですけども、そうい

うことを行政側も、自分のために何をするかというのを考えることが大事じ

ゃないかということを言ってるわけですね。そのように、再度取り組んで何

かバックアップ、住民のためにできる方法がないか、ちょっと答弁もらえま
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すか。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 ごみの収集につきましては、住民の皆さん方に大変いろんな面で協力をし

ていただいて、本当に感謝しているところでございますけれども、先ほど言

いました金額等々につきましては、一般財源で使えるということでございま

すけども、例えば教育等々につきましても、先ほど教育長のほうから話あり

ましたように、いろんな教育の情報化にお金をかけたりとか、あるいは高田

保育所の延長保育ができたりとか、いろんな形でそのお金の運用もさせてい

ただいているわけであります。また、所得層の低い方々の保育料も県内では

一番安いというようなことで、いろんな方にも運用させていただいておりま

す。それから、今議員お考えのことで、恐らくいろんな方法、いろんな考え

方で考えていったらどうかという御提案だと思うんですけども、私どもはま

ずごみに対する一つのコンセプト、考え方というのは一貫していないとこれ

はおかしいものでございまして、これにつきましては一貫したコンセプトを

持って、やはり省資源化とか生ごみが余り出ないようにとか、それから二酸

化炭素が出ないようにとか、いろんな地球環境を配慮したとか、そういった

大きなものがあります。ただし、運用につきましては皆さん方ができるだけ

御負担がないように、私どもいろいろ考えております。その都度その都度い

ろんな方の御意見も聞きながら、そして保健環境連合会の皆さん方の御指導

を仰ぎながら、どうしたらこの行政がうまくいくのだろうかと、そして皆さ

ん方が満足はいかないかもしれませんけれども、納得できるような形での町

の環境美化と、こういったものもあわせて図られるんじゃないかということ

で、日々これにつきましてもいろんな角度から検討しておるというところで

ございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部理事。 

生活福祉部 （益冨雅彦君） 

理  事  お答えをさせていただきます。 

 ただいま町長答弁申し上げておりますように、やはり長与町として循環型

社会、それから地球温暖化対策に向けて拠点回収というものを進めていると

いうことでございます。これは町民皆様方の御協力をいただければこそとい

うことで考えているところでございます。 

 なお、この拠点回収を続けていくにつきまして、やはり急速な少子高齢化

が進んでいる現状でございます。そういう中で、やはり町としての対策もも

う少し具体的にという形も考えております。それは、ベッドタウンとしての

共働きの世帯ですね、若い世代、それから高齢化が進んだ独居老人とか、ま

た障害者の世帯であるとか、やはり個別な対応が必要であると考えておりま

す。そういう中で、高齢者、障害者等につきましてはごみ出しの支援事業で

ありますとか、自治会独自の取り組みに対します補助とかを行っているとこ
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ろでございます。 

 また、やはり共働き世代でありますとか、引っ越しに伴います決められた

日に出せない方、そういう方につきましての対応としまして、先ほどの答弁

にございますように、町内４カ所、ただいま常設の拠点も設置をいたしてお

ります。そうではありますけれども、今現在は公共施設ということでメーン

に考えております。それは、今後も続けていきますけれども、そこに加えま

して町の自治会、町民の皆様に意見をお伺いすることでより利用しやすい常

設の拠点の設置も可能ではないかというふうに考えておりますので、そうい

うことで今、町内自治会の皆様方に投げかけて事業を進めたいと考えている

ところでございます。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 拠点を、今までは前町長も当分の間とはっきりここの場所で言うてきとる

わけです。ただ、新町長になってからの答えもちょっと変化がきておるわけ

ですけども、町長に聞きますけども、当分の間じゃなくてもう永劫にやると

いうことですかね、そういうことですかね、ちょっとお尋ねします。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部理事。 

生活福祉部 （益冨雅彦君） 

理  事  おっしゃられますとおり、今までの一般質問に対する御答弁の中でも当分

の間ということをずっと申し上げてきているところでございます。そういう

点から申しますと、未来永劫これを続けていくという考え方はないというこ

とは申し上げてきてるかと思っております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 結局ずっと言ってきている、住民は離れていってるわけですね。わかって

るんですかね。先ほど業者の方あるいはどっかに持っていくとか、そういう

ことはうもう一体感がないわけだから、何かの一体感を本当に持つやっぱり

やり方をしないと、ずっとこれが続いていくことを私は言っているわけです

ね。だから、ごみ体験とか今まで言ってきてるわけですね。あるいは家庭ま

でとりに行く、それが本来の姿なんですよね。そういうところを町長もよく

わかってから言ってもらわんと、本当に住民のために、幸せのために自分は

立候補して、当選して、皆さんがね、当選、応援して、当選なったわけです

から、やっぱりそういうのもう少しやっぱり本当に考えていく、僕はね、も

う時期が来るんじゃないかって、やっぱりそういうことをね、ずっと言って

きてるわけです。町長にも再度聞きます。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 
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 この問題につきましては、先ほど言いましたように、循環型社会とか、そ

れから、やはり二酸化炭素等々において、地球が非常に今、ガラスの地球な

ってきてるという中で、そういう中で、長与の町民の方々がこういった形で

長与町を美しくしてくれないかと。で、ごみ対策につきましても、こういう

形でみんなで担っていこうやないかという気持ちで支えていただいておりま

す。で、今ですね、ほかの町でですね、こういったことをしようと思っても

もうできません。それは高邁なる精神の中に、こういった事業が生まれてき

てる、私思っております。そして先ほど申し上げましたように、その中でも

皆さん方ができるだけ簡便なるように、簡単なるように、便利になるように

っていうことで、いろんなこと考えてやっております。それがですね、これ

がずっと続くものではないっていうことは、私が言いますのは、そういった

形でどうしたらこれがさらによくなるだろうかということを考えて、そして

変化していかせていく、その中にやはり本来ながらの思想っていうのは変わ

らずとも、やはりそこに伴ういろんなやり方っていうのは変わっていくもん

だと、そういうふうに私は思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 循環型とか、そらもう初めから私、否定したこと一回もないんですからね、

だからね、もう当初から言ってるように、そら平成１３年から私が住民が困

るってね、保健環境連合会で言うてきたわけです、これですね。考えるとい

うから、考えていってほしいと思っております、これね。真剣にですね、や

っぱり考えてほしいですね、これですね。 

 もう時間がありません、新図書館ですね、７月に立ち上げて今からってい

うことで、全然その構想っていうか、内部的なこれだけのいろんな費用とか、

はかるとか、どうなんですかね。まだ全然わからないんですかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 政策推進課長。 

政策推進 （荒木重臣君） 

課  長  ７月から政策推進課の所管っていうことで、基本構想の策定に当たってる

ところなんですが、構想につきましてはですね、いろんなシミュレーション

をしながら、今の段階での大まかな概念ができた段階でございます。それで

これを今の段階で申し上げますのもまだ確定したことではございませんので、

委員会を１０月に設置しようと思っておりますので、そことのやりとりをし

ながら、詰めながらいこうと思っておりますので、今回での回答というのが、

ちょっと申しわけないんですけど、できないことを御了承いただければと思

います。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 じゃあ、開館予定年度、これもまだ、町長としては何年度に向けて開館し



 

－ 37 － 

たいからこういうことで、委員会で検討してくれとか、何かそういう大きな

指針を与えてるのか、向こうから出てきたのをそれを検討するのか、それど

っちなんですか、町長としては何かそういうのも与えてるんですかね、ちょ

っと済みません。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 前回の議会でもお答えをさせていただいたんですが、大体５年先ぐらいを

見込んでスケジュールを立てております。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 ５年ってまた、何年かたってまた５年って、よく、だから平成何年度とか

ね、そういうことでいえばわかるのだけれども、また来年聞いたらまた５年

後とかね、やっぱりそういう可能性もあるわけですので、よくそういう点は

ですね、十分委員会等々にですね、あるいは所管等々にしながらですね、や

っぱり煮詰めていくべきじゃないかなと思っております。 

 最後になりましたけども、長与の文化ですね、確かにもう事業としてはで

すね、こういうもの取り入れて、私もですね、この（１）のね、長与のその

文化的なあれを事業に入れるべきだとか、そういうことは一切思ったことも

ありません。何らかのその自由時間っていうか、あるいは何かその、みんな

で合同でやるような何か時間、そういうのがあったときに何か有効にやれば

と思っております。特に８月２１日のダンスの授業、教員７０人並ぶって、

これ佐世保の体育実技指導者向け研修会が、当然御存じでしょうけど、やっ

ぱりそういうことで、いろんな形で、それダンスもいいんですよ、これです

ね、より日本のですね、やっぱり地元、あるいは日本のその童謡を含めたや

っぱりそういうのやっていけば、子供さんたちのね、お母さんがやっぱり赤

ちゃん眠させるときに童話を話してやるとか、童謡歌ってやるとか、やっぱ

りそれはやっぱり日本人の心じゃないかと思うわけですね。それが大事じゃ

ないかなと思うわけです。だから、当然国体の開催に向かって真っ最中です

ので、そういうの私も、すぐしろとか、してくれとか、そういったことは一

切言うつもりはありません。今後何らかの形でですね、やっぱりこういうも

のやりながら、何か、あ、こういうのがあったけん、当然、この新しくでき

たものはもう全員が歌って、校長先生もいいんですよ、教育長でも歌ってい

いんですよ。ね。もう自分たちでやって、そして生徒が踊るとか、やっぱり

そういう楽しさをあわせ持ってますんで、だから町長でも歌っていいわけで

すからですね、みんなでできるわけですから、やっぱりそうやって輪になっ

てわいわい言いながらできたらどうかな、そういう気持ちでおるわけですけ

ど、再度、これは教育委員会ですので、一応ね、教育長に再度ちょっとそう

いう方向づけをですね、お聞きしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 
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 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 御指摘のようにですね、日本の伝統文化を継承、取り入れるっていうこと

は、例えば柔道、剣道、それから、相撲とありますね、これも何か一つやら

ないかんということで、今、町内では柔道取り組んでるんですね。そういう

ことで、ダンスをこれ必修としてあるということで研修もやっております。

そういう中でですね、これ歌ってみたんですけど、歌ってみたっていうより

聞いてみたんですけど、あ、●     の歌ですよね。（発言する者あ

り） 

 ですから、そういうことの、先ほど申しましたように、校長さん方相談し

ながら、歌うにしてもやっぱりどなたかに指導してもらわんと取り入れるこ

とできませんので、やっぱり地域との触れ合いの中でですね、そういうこと

も検討してさせていただこうというふうに思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 吉岡議員。 

 １９番 （吉岡清彦議員） 

 人材育成からいろいろね、大事なことを、ひょっとしたら、耳が何かね、

気に食わないという、ひょっとしたら言い方も、町長自身もあったかわかり

ませんけど、やっぱ大事な町民のためにある、そこにある皆さん全員ですか

ら、それでまた底上げをしていかない年代ですから、指導者としてですね、

そういうの期待しとるわけです。 

 以上をもって、そういうの期待しながら一般質問を終わります。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で１３時まで休憩します。 

（休憩１１時４４分～１３時００分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問行います。 

 通告順３、安部 都議員の①高齢者介護政策について、②教育行政につい

ての質問を同時に許します。 

 ２番、安部 都議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 ２番。皆さん、こんにちは。お昼からの１番バッターですので、元気よく

眠気を吹き飛ばすよう頑張りたいと思います。 

 それでは、質問に参ります。①高齢者介護政策について、お伺いいたしま

す。少子高齢化社会の中で、本町の高齢化は２１.４８％と、年々増加傾向

にあります。それと同時に、介護サービス受給者もふえています。第５期介

護保険事業計画の最終年度となり、今年度の取り組み状況と結果を踏まえ、

第６期介護保険事業計画を策定することとなります。高齢者がいつまでもお

元気で生きがいを持ち暮らせる長与町の取り組みや対策が必要となります。

以上の観点から、次のことをお聞きします。 

 （１）介護予防サポーターの取り組みが開始されましたが、その取り組み



 

－ 39 － 

と進捗状況をお伺いいたします。 

 （２）待機特養高齢者（特別養護老人ホーム入居希望者）は、前回１５０

人存在するということでありましたが、公募により地域密着型特別養護老人

ホームが建設されることで、その後の状況はどうなるのか、お伺いいたしま

す。 

 （３）２４時間地域巡回型サービスと地域包括支援センターについて、お

伺いいたします。 

 （４）災害時の要援護者、高齢者などの支援・救済対策の取り組みについ

て、お伺いいたします。 

 ②教育行政について、お伺いします。昨今、子供たちを取り巻く悲しい事

件も多く、また、子育て、教育環境も大幅に変化されつつあります。時代の

変化とともに、教育行政も子供たちの心に添った教育を実現していく必要が

あります。子供たちの安心・安全を守るために、より一層学校・家庭・地域

で見守って育んでいかなければなりません。よって、以下の質問をいたしま

す。 

 （１）フッ化物洗口事業の取り組みについて、お伺いいたします。 

 （２）男女混合名簿実施について、お伺いいたします。 

 以上、答弁よろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、きょう午後最初の質問者の安部議員の御質問にお答えをさせて

いただきたいと思います。 

 ２番目の御質問につきましては、所管をいたしております教育委員会から

回答いたします。私のほうからは、そのほかの御質問について、お答えをさ

せていただきます。 

 １番目、１点目の介護予防サポーターの取り組みと進捗状況についての御

質問でございます。介護予防サポーター制度は、高齢者の介護予防サポータ

ー活動を通して社会参加を促し、高齢者自身の介護予防を推進することを目

的として、平成２５年３月に長与町介護予防サポーターポイント制度実施要

綱を策定し、実施を社会福祉協議会へお願いをしたところでございます。 

 これまでの状況といたしましては、平成２５年度でサポーター制度の取り

組みについて、先進地の視察や検討行い、本年１月から３月までサポーター

を希望する方を対象とした講習会を３回開催し、４０名の参加があっており

ます。また、サポーターの受け入れ施設として、４カ所から受け入れについ

て、承諾をいただいているところでございます。平成２６年度におきまして

は、講習会を６回開催する予定とするとともに、受け入れ施設等の拡大を図

り、サポーター活動の周知と定着を図ってまいりたいと考えております。 

 ２点目の御質問につきまして、現在、町内に２カ所あります特別養護老人

ホームにつきましては、議員御指摘のように、現在、待機者がいるところで

ございます。特別養護老人ホームの設置につきましては、県の介護保険事業
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計画の中で、介護老人福祉施設として県より指定を受け、入所については、

居住地の指定はございません。一方、平成２５年度におきまして、公募いた

しました地域密着型特別養護老人ホームにつきましては、定員が３０人未満

で、原則住民のみが利用でき、市町村が指定の権限を持つものでございます。 

 今般の介護保険法改正により、特別養護老人ホームの入所に関しては、原

則介護３からとなり、できるだけ在宅及び地域での介護サービスを充実させ

ることとなっており、現在、進めております第６期介護保険事業計画策定の

中で、今後の見込み等について、検討をしていくこととしております。 

 ３点目の御質問つきまして、２４時間地域巡回型サービスは、要介護高齢

者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護がお互

いに連携しながら、介護サービス及び看護サービスを行っていくものでござ

います。現在、町内の事業所で２４時間地域循環型サービスを行っていると

ころはなく、またこのサービスは地域密着型となるため、町が指定をしてい

くこととなります。今後高齢者の増加に対応していくためにも、現在、進め

ております第６期介護保険事業計画策定の中で検討していくこととなります。 

 次に、地域包括支援センターでございますが、現在、地域包括支援センタ

ーでは、介護予防事業として、要支援１及び要支援２の方のケアマネジメン

ト、高齢者の権利擁護業務、元気な高齢者の方々を対象とした一次予防事業

や基本チェックリストを通して要介護状態となるおそれの高い方を対象とし

た二次予防事業など、１８種類の事業を展開し、介護状態にならないように

指導しているところでございます。今後の高齢者の増加に対応していくため

には、２４時間地域巡回型サービス、地域包括支援センターを含め、最終目

標となる医療・介護連携を含めた地域ケアシステムの構築に向けて現在、進

めております第６期介護保険事業計画策定の中で検討していくこととしてお

ります。 

 ４点目の災害時の要援護者、高齢者などの支援、救援対策の取り組みにつ

いての御質問でございます。本町では、これまでも高齢者や障害者など、そ

れぞれで名簿などを整備しておりましたが、個人情報保護条例で情報の事前

提供ができず、関係機関と情報共有のためにどのような方法で活用するか、

検討を重ねておりました。 

 昨年災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者名簿を備えるよう、義

務づけられ、対象者の個人情報を提供するためには、あらかじめ個人の意思

確認を行うこととなりました。そのようなことから、現在、民生委員・児童

委員の皆さんが把握され、ふだんの活動の中で見守りをされている方の個人

情報を消防、警察等、関係機関へ事前に提供し、災害時に活用できるよう、

委員の見守り活動の際に趣旨説明をしていただき、同意をいただくよう、協

力をお願いしているところでございます。 

 今後は同意を得られた高齢者等の要援護者の名簿を来年３月までに作成し、

どのような支援・救援を必要とされるかなどの内容も含め、整備を図り、関

係者間で情報の共用を行っていき、避難行動要支援者の避難支援や避難方法

等の計画を策定するとともに、不同意者に対しても、根気よく同意を得られ
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るよう、努めてまいります。 

 以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 ②の教育行政で、１点目のフッ化物洗口事業の取り組みについて回答いた

します。フッ化物洗口事業につきましては、長崎県が平成２２年６月に長崎

県歯・口腔の健康づくり条例をつくり、それに基づき、長崎県フッ化物洗口

推進事業実施要綱を定めました。そして平成２９年度までに県内全ての保育

所、幼稚園、小学校でフッ化物洗口を実施するよう、目標を掲げてあります。 

 本町での取り組み状況ですが、現在、健康保険課を中心に教育委員会と福

祉課で協議しながら、長与町フッ化物洗口推進協議会を立ち上げ、その実施

要綱を作成してるところでございます。小学校においては、完成した町の実

施要綱に基づいて平成２９年度までには実施できるようにと考えているとこ

ろです。実施に当たっては、各学校と密接に連携をとり、また、各学校では、

保護者の理解や同意を得ながら、慎重に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 ２点目の男女混合名簿実施について、回答いたします。この男女混合名簿

実施については、議員さんから幾度となく御質問いただきますが、結論から

申しますと、回答は従来と変わりません。そもそも人間は生まれたときから

男の子・女の子という性差を背負って生きています。私はこの性差は、生物

学的な区別であって、区別は差別でないと考えます。男女の性差による差別

意識の撤廃は、混合名簿にするか否かということではなく、子供たちが男女

それぞれの性差を認め合い、お互いを尊重して行動できるような内面的な心

情の育成だと考えます。だからこそ思いやりの心とか、優しい心の育成にも

っともっと力を注いでいかなければなりません。もちろん男女混合名簿には

賛否両論があることは承知しています。しかし、進路指導における高校への

提出資料は、男女別に求められますし、健康診断とか、教科によっては男女

別の名簿が必要になります。また、最近は名前からどうも男女の区別ができ

ないっていうことで、この混合名簿にわざわざラインマーカーで塗りながら、

男女の区別をして使用しているという実態もございます。このような状況踏

まえますと、あえて混合名簿にしなくてもよいと考えてるところでございま

す。 

 以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 それでは、再質問に移らせていただきます。 

 介護予防サポートセンターが、２５年３月から開始されたということで、

現在、６５歳の高齢者９,０７２人、それから、２５年度の介護認定者が１,

７１６人、そして認知症などが約２,０００人、本町にはいらっしゃいます。
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そしてまた元気な６５歳以上の介護保険の第１号被保険者がサポーター通じ

て、先ほど町長が言われましたように、健康増進と介護予防を図るという目

的で制度化されております。現在、サポーター研修が３回で４０名ほどいら

っしゃったということなんですけれども、残りの約７,０００人の元気な高

齢者の方たちがまだいるわけですけれども、現在、その４０名のうちの男女

別ですね、それ何歳代が多かったのか、お聞かせください。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  男女別でございますけど、申しわけございません、男女別はちょっと把握

しておりません。で、現在、サポーター登録をされてる方が、現時点で４名

登録をされている状態でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 現在、４名登録をされてるということですが、じゃあ、その、その研修を

受けた残りの３６名の方は登録をされてないっていうことなんでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  講習会を受けられた方が４０名ということで、登録者が２名っていうこと

で、残りの３８名の方はまだ登録まで至ってないっていうのが現状でござい

ます。（発言する者あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 さっきの答弁では２と４。違いは。 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  申しわけございません。２５年度で講習会受講者が４０名、サポーター登

録者が２名。それと２６年で１回やっておりますけども、講習者が２名受講

されて、２名登録をされたということで、トータルいたしまして、講習会の

受講者は全部で４２名、サポーターの登録者は４名ということでございます。

以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 この高齢者の数からしたら非常に少ないと思うんですよね。本当はもっと

もっとですね、このサポーター制度活用してやりたいっていう高齢者の方た

ちはたくさんいると思いますが、その点ですね、やっぱりこの今後行政とし

てはどのくらい見込んで、もっとやっていただこうと思ってらっしゃるのか、

ちょっとまたそこら辺の周知についてもですね、その、やはり皆さんにです

ね、行き渡ってないのかなという点もありますが、その点いかがでしょうか。 
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議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  この介護予防サポーターポイント制度っていうのの、まず周知が確かにま

だ行き渡ってないっていうのは、御指摘のとおりだと思っております。その

中でやはり今後サポーターの数をできるだけ多く登録をいただきまして、自

分で歩いていける施設なり、そういう場所でサポーターの活動していただく

というのが、最終的な目標になるかと思いますので、今後サポーターの数及

び受け入れ場所の増加というのを今後図っていきたいというふうに考えてお

ります。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 今、おっしゃられました受け入れ先ですね、やっぱり受け皿がないとなか

なか登録をしてもできないということだと思うんですが、今現在、その登録

施設というところで、のぞみの杜と●ピュアハヤマとグループホームともう

１カ所はどこだったんですかね、４カ所ということだったんですが。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  事業所としては、のぞみの杜とグループホーム●ピュアハヤマとグループ

ホームながよの、事業としては３カ所ですけども、その中でのぞみの杜が、

特別養護老人ホームの部分とグループホームの分がありますので、受け入れ

事業の場所としては４カ所という形でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 ただいま４カ所というところなんですが、私が住んでるところの百合野地

区の高齢者の方たちも、このサポーター制度をね、活用していきたいなと思

ってるけど、この、まだその登録地域が遠いからなかなか行けないよねとい

う話も伺ったんですよね。そこで今後検討していくということなんですが、

どういうふうにして今後広げて、どういったところ広げていかれるつもりで

しょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  受け入れ施設の拡充、拡大ということでございます。現在、この４カ所っ

てのがその施設、経営が４カ所ということなっております。ただ、これをや

はり拡大していくにはやっぱり通所サービス系のサービス事業所等について

も今後検討していかないといけないですし、やはり高齢者の方が高齢者の方

をサポートするということでございますので、できるだけ自宅の近くでサポ
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ートできる体制をどうやってつくっていくかっていうのをちょっと今後の検

討課題というふうに考えております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 その上にデイサービスの通所施設ですね、そういったところで幅広く、高

齢者の方たちが近くでよりよく、もう歩いていける程度でサポートができる

体制をとっていただきたいなというのもあります。それから、このサポータ

ー、やはり町全体で、地域の中で確保するっていう必要があると思うんです

ね。その中でさまざまな介護事業等、健康事業として本町は取り組んでおり

ますけれども、例えばですね、ワンコイン制度をね、設けたらいいかなって

思うんですね。例えば依頼された高齢者のクライアントのところで、例えば

高齢者の宅に１回５００円で１時間という形で、２人一組になったれば、１

人でもよろしいでしょうが、その例えば電球がえに行ったり、壊れたものの

修理を行ったり、で、庭の掃除を行うとか、そういったボランティア精神の

中でですね、そのサポーター制度を取り組んでいったらいいんじゃないかな

というふうに思うんですね。これは他県のある地域でもこういうこと行って

おりますけれども、そこでその１時間、その例えばその庭掃除をした、そし

たら１ポイントですね、１時間すれば１ポイントもらえるということですの

で、１ポイントを還元される、つけられるということで、そしてまた１年間

たまって５０ポイントたまったら、５,０００円が還付できるという状況で

ですね、これも一つの手段ではないかなというふうに思いますが、いかがで

しょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  現在、進めておりますこのサポーターポイントっていうのは、先ほど言わ

れたように、１時間に１ポイントということで、その、まず１時間をはかる

っていうのがちょっと一つの、誰がどうやってはかるのかっていうのが一つ

あるかと思います。で、先ほど言われました、そのワンコイン制度っていう

のも確かに一つのやり方だと思いますので、このサポーターポイントを拡充

していくにはどうしたらいいかっていう中で、参考にさせていただければと

いうふうに考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 このワンコイン制度はですね、やはり活動資金にもなるわけなんですよね。

そしてまた高齢者のお宅に行って、また元気な姿を見せられる、そしてまた

働く、高齢者も元気でいられるというような、お互いにですね、やっぱり活

動が把握できると。地域の励みにもなる。で、皆さんも元気になっていくい

うことでですね、やはりこういったことも一緒にですね、福祉、介護施設と
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ともに、また違った形でまた取り入れられたらいいなと思います。 

 それから、第６期介護保険事業が、２７年から２９年の計画案が策定され

ておりますけれども、それでこれから大変高齢者の方たちがふえていく中で、

第６期計画の重点的な取り組みを教えてください。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  第６期の介護保険事業計画なんですけども、まず今回の国の介護保険法の

改正に伴いまして、まず視点をどこに持っていくかということで、これまで

これから３年間というのを見据えた形で計画をつくっておりましたけども、

団塊の世代が７５歳に到達する２０２５年、これが一つの目標点でございま

す。ここでどういう介護サービスをするのか、そういうところを踏まえたと

ころで、今度の２７年から２９年の第６期の、そこに到達するまでを、どう

するかっていうのを見据えた形で第６期を計画する形になっております。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 そのとおりだと思うんです、思うんですね。２２年度から２４年度までの

団塊世代が、１１年後ですね、高齢者、高齢者に突入、後期高齢者に突入す

るときには、２０２５年問題と言われています。これは介護予算が現在、国

の３７兆円から、２５年には６４兆円という、２倍近くに増加するというこ

とで、介護者数が１３０万人も増加する予定であります。で、そこで本町の

介護保険の受給者っていうもの、どんどんふえていきますよね。それで２７

年度から介護保険の改正がされまして、国は要支援１、２の介護サービスな

どを各自治体へ一応移管する計画でありますので、その点、そのニーズが、

必要とされる高齢者の方たちのサービスの地域間格差が起こってくるんでは

ないかなというふうに思うわけなんですね。で、そこで介護予防給付費など、

右肩上がりでどんどん上がっていく、増加していくということで、町の持ち

出し分がふえるんではないかと懸念されるわけですが、その対策というのは

どのようにとられるつもりでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  今度の介護保険法の改正で訪問サービス、あるいは通所介護サービスが地

域支援事業へ移行すると。この移行期間ってのが一応２９年までの３年間の

うちに移行しなさいという形になっております。現在、その通所介護につい

ては、身体関係の機能訓練が中心っていう形でなっております。また、訪問

介護については、買い物中心っていうか、生活の援助っていうのが中心にな

ってきております。これらが現在、介護保険の給付費の中から外れることに

なりまして、これを地域支援事業の中に取り入れてやっていくと。その場合、

利用者のニーズ等、利用の効果等を考えて体制をどうやって整えていくか、
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それと、そこら辺が主な大きな今後の課題になってくると思いますので、こ

このところも含めて今度の６期の計画の策定の中で盛り込んでいく必要があ

るかというふうには考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 そうですね、やはり必要とされる方たちがやっぱりもう全てね、もう国が

丸投げしてしまって、もう受けたい人たちが受けられなくなるという状況に

なったらね、これはもう大変だなと思いますので、そこのところをやはりし

っかり計画を立てて第６期のほうでしていただきたいと思います。で、また、

もう財源につきましても、多分これも一般会計から持ち出すのか、それとも

独自いろいろな政策があるのか、その点についてはいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  一応今の国の方針としては、その地域支援事業へ移行するまでは、国のほ

うで補助なりを、対策をとるっていうことが言われております。ただ、その

補助も、その無限大じゃなくてですね、限度額を決めた形で対策をとるとい

うふうにはなっております。その後につきましては、その地域支援事業自体

の補助等どうするかっていうのは、現在、国のほうで検討されてるところで

ございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 高齢者の方たちがちょっと負担がないような形でですね、今後取り組んで

いただきたいと思います。 

 そしたら、今度（２）番なんですが、待機特養高齢者の方たちが１５０人

で、今度その特養が、ながよ光彩会が先行されて要介護３以上の高齢者の方

たちが定員２９人入られるということなんですが、その残された、残りの１

２０人の待機特養者は今後どのような形で長与町はやっていこうと思ってら

っしゃるのか、その点の対策についてお伺いしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  特養の入所基準が原則介護３からっていうことに来年からなるわけでござ

います。で、介護１、２の方につきましては、今後そのどういう形でやって

いくかっていうので、それもその現在、進めております第６期計画の中でや

っていくところでございますけども、現在、その介護１、２も含めた方々に

対してどういうサービスをするのか、これも現在全国１１カ所だったと思い

ます、モデル事業ということで、地域でどうやって支えていくかという手法

をモデル事業で現在やっております。そこら辺の推移も見ながら、長与町に
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合った形でフォローができる形をとっていく必要が出てくるかとは思ってお

ります。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 特養にしても月１３万程度費用がかかるということで、やっぱり国民年金

受給者の方たち低所得者の方たちも、なかなかやっぱり入りたくても入れな

い、そしてまたやっぱりそこのとこ経済的に難しいということになると思う

んですが、そういう方たちに対してはやっぱり低費用で入れるような老人ホ

ームが必要になるのかなというふうにも思いますが。それでも入れない方た

ちはやはり自宅で介護が必要とされるわけですけども、国の方針ではそうい

う方たちには国で２４時間地域巡回で見ていこう方針であります。 

 また、その介護をする方たちの、やはり自宅で介護をするとなると介護を

する方たちの支援の環境の整備も整えていかなければなりません。そういっ

たところで、２４時間地域巡回型サービスなんですが、現在、そうですね、

長崎県では大村市、壱岐市、長崎市の３カ所の計５カ所がこの２４時間地域

巡回型サービスを行っております。本町ではまだ一つもやられてないわけで

すけれども、やはり２４時間サービスは住みなれた場所でやっぱり続けられ

る環境を整備して、病院から在宅へ移行するという介護政策の一環ですが、

サービスはホームヘルパーや看護師が家に訪問して食事や排せつの介助、点

滴の交換、たんの吸引なども行います。そして早朝ですね、夜間も駆けつけ

るという状況でありますけれども、こういった整備をやはり整えていかなけ

ればならないわけですね。 

 そして地域ケアも、この介護２４時間を行っていくというのは、やはり地

域ケアの支援センターが拠点となってやっぱりやっていかなければならない、

そして医師、看護師、介護士、薬剤師、そして地域、行政が、皆さんがネッ

トワークを結び、システムの構築が必要となります。 

 そこで、在宅医療コンソーシアム構想というものをこれから立ち上げたら

いかがかなというふうに思いますが、その点については今後、第６期計画で

いろいろとされるということですが、その点についてもう一度お聞かせくだ

さい。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  介護保険の最終目的といいますか、今回の法改正に基づく最終目的という

のが、医療介護サービスの連携ということでございます。それを、システム

的には地域ケアシステムというふうに位置づけております。その中で、病院

に入院して退院された方を、これまで退院でもう終わっていたのが介護のほ

うで引き続き継続して、機能訓練とかそういうのを図っていくという循環型

のケアシステムという形になるかと思います。その中でやはり地域包括ケア

センターの位置づけというのは非常に重要になってくるいうふうに考えてお



 

－ 48 － 

ります。国のほうもそういう考えでおりまして、地域ケア、地域包括支援セ

ンターの充実ということで人材の育成、あるいは認知症施策、あるいは地域

ケア会議の開催、生活支援サービスの体制整備等につきまして、十分充実を

図るようにというような指針が一応出ております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 地域包括支援センターは、現在役場内に１カ所ございます。やはり県の諮

問機関でも、各中学校１校に対してやっぱり一つ地域包括支援センターが必

要ではないかということで言われているわけですが、長崎市もやはり２万人

に１カ所ぐらいのところであるわけなんですね。そこで、地域包括支援セン

ターをまた現在社協の中につくるか、またはふれあいセンターあたりとか、

そういった感じで一つ増設するようなお考えはないでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  地域包括支援センターの設置でございますけども、現在、町のほうで介護

保険課の中に設置をしている形になっております。 

 今後の体制を考えますと、やはり今も結構大変な状態でございまして、そ

れにふやしていくことが理想ではあるんですけども、これにつきましても今

度の介護保険の第６期計画の中で将来、この第６期でするのか次の７期です

るのか、そこら辺を見据えた形で検討はしていかないといけないかなという

ふうには思ってはおります。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 ぜひそういうところもふやしながら、拠点場所を広く取り組んでいただき

たいと思うんですが。 

 現在、この高齢者の介護見守り事業といって長与町でも行って、福祉員の

見守り事業なんかも行っておりますが、現在、滋賀県の東近江市の在宅ケア

で４３４カ所の２４時間地域巡回型を行っています。そして私が視察に行き

ました天草市でも、こうやって天草の医療介護情報、介護を地域全体で見守

りをされているわけなんですね。そして、こういった黄色いステッカーがあ

るわけなんですけども、こういった天草市の社会福祉協議会が中心となって、

笑顔あふれる福祉のまちづくりといって、地域見守り事業をこうやって協力

機関のところに、行政とそれからコンビニですね、そして各子供会、各団体

ですよね、いろんな団体のところに皆さんが取り組んでネットワークを組ん

で、こういったステッカーをそれぞれに張っているわけなんですね。見やす

いところに、いざ高齢者が困ったというときにはもうこういったところに駆

け込んでくださいとか、皆さんが協力して行いますよということでやってい

るわけなんですが。また、この医療介護情報計画といってこういったものも
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作成されて、個人情報が全て書かれて、これによって集積しているというよ

うなところであります。 

 そこで、長崎でも８月から長崎新聞社が愛読者に対して見守りサービスを

開始しました。長崎新聞の広告や折り込みが入っていましたが、御存じでし

ょうか、こういったものですけど。御存じでしょうかね。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  申しわけございません、私はちょっと長崎新聞じゃないもんで、申しわけ

ございません、見ておりません。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 これはですね、登録しませんかということで、見守り制度を長崎新聞社が

ことし８月からですが、高齢者の見守りを行われるようになったんですね。

県下１４３店舗でネットワークを組んで行っていると。これは、高齢者の安

否確認、そして独居老人を有事の際にいち早く発見できて、有効手段である

ということなんですね。 

 例えば、長崎新聞社と高齢者宅、それから行政、消防、それから自治体、

警察、それから家族、親戚、そこが全部ネットワークを組んでいるわけなん

ですよね。そこで、例えば配達員が一日でも新聞がたまっていたら、あっ、

普通おかしいということで、その新聞社にもうすぐに報告しまして、家族や

親戚に届ける。家族、親戚がいらっしゃらない方は行政または警察に届ける

わけなんですね。例えば、この新聞社の方が安心ネットワークという協定な

んですけれども、新聞社の配達の方が長崎市で集金をするということで読者

と約束をしていましたと、そしたら全くいなくて連絡もなかったと、応答が

なく心配になった集金人が販売センターを通じて警察のほうに連絡したと。

そしたら、住居人は亡くなっていたとかいうようなことですね。 

 それから、五島市で、配達員が３日間新聞がたまっていたので、不審に思

って親戚に連絡をしましたと。そして家の中を確認すると、独居の住人が亡

くなっていたと、こういった方たちの事例があるわけなんですね。やはりい

ち早くこの配達員が安否確認ができるということで、非常にこれは役立つん

ではないか、地域にも高齢者にも役立つんではないかなというふうに思うわ

けなんですね。 

 そこで、やっぱり家族や民生委員、そういった行政と警察というような形

でネットワークを組んでやっぱり安心ネットワークというものを、協定があ

るんですけれども、新聞社と長崎県下の自治体が協定を結んでいます。それ

で、現在、南島原市と雲仙市と島原市なんかは、１４団体と新聞社と行政と

組んでおります。長崎市も行政と新聞社、それから佐世保市も５団体と行政

と新聞社と組んでおります。そのほかにもいろいろ県が、そういう市町ある

んですけれども、このように安心ネットワークの協定を結んで高齢者の安否
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確認をするというのは大事だと思いますが、そう言った本町でのお考えはご

ざいませんでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部長。 

生活福祉 （田島弘明君） 

部  長  今、議員がおっしゃったような安心ネットワークですね、本当に重要なこ

とだと思います。本町としましても、郵便局とかそういうところと話をさせ

ていただいておりますけど、まだ協定までは行ってはないんですけども、そ

ういう形でやっていこうという考えもございますので、その新聞社のお話、

私もちょっと長崎新聞じゃないもんですから知らなかったもんですから、今

後調査をいたしまして、よきものであれば利用したいと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 ぜひ、これはもうかなりやっぱり有効ではないかなと思いますので、郵便

局とともに新聞社も協定結んでいただきたいと思います。 

 それから、災害時の要援護者の件なんですが、個人情報法を皆さんに広く

行き渡って、それからやっぱり医療、介護情報というものをデータ化しクラ

ウド化していかなければならないということとなると思うんですね。それか

ら、本町の高齢者、自治会長、老人会長、地域見守り福祉員などがみんなで

共有をして、協働でこれは行っていかなければならないと思いますが。 

 この避難計画を策定するのに今後、そうですね、民生委員でその制度、そ

ういった介護の、先ほど町長が言われましたように、モニタリングをされて

いらっしゃる、同意書をとっているというようなことをおっしゃっておられ

ましたが、これの対象人数とか回数とか同意書の中身を教えていただければ

と思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 対象人員につきましては、現在民生委員さんたちがそれぞれで把握されて

いる方が、約４５０から５００名を想定しております。 

 それから、同意の内容につきましては、まず、氏名、生年月日、住所、そ

れから結局介護度とか身体とかどういった障害をお持ちかというような内容

ですね。それから、電話番号、携帯の電話番号、それとあと緊急時の連絡先

等と、当然、事前に消防とか警察への事前の情報の提供に同意していただく

かどうかということを、一応それぞれ確認するようにしております。以上で

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 そういった確認は行っているということなんですが、そうですね、体に対
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してもどういった病気があるのか、どういった薬を飲まれているのかという

ようなことまでやっぱり知っておいたほうが、いざというときには対応がで

きるとということだと思いますが。そこでそういったものを収集して避難計

画を策定するということで、収集したものを今後ハザードマップのほうに落

とし入れていかなければならないと思いますが、そこで避難体制の確保をし

ていかなければならないと思うんですね。今後は、落とし入れたら、今度は

誰がどこでどこに避難をさせるのか、誰がどの人を救助させるのか、そうい

ったところまでも取り決めていかなければいけないんじゃないかというふう

に思います。 

 そしてまた、日常からの避難訓練もやはり一緒に、地域全体で行っていな

ければ、年２回ほど行っていかなければならないと思いますが、その点は、

取り組みについてはいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 現在進めているのが先ほども申しました、個人情報を使うための同意を得

ることですので、その情報をもとに名簿を整備しまして、そういった訓練と

か、どういった、実際の支援の方法とかというのは今後、その結果を見た上

での検討する予定にしております。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 スムーズな対応がとれるように、今後施策していっていただきたいと思い

ます。 

 それから、教育行政について質問いたします。 

 フッ化物洗口なんですけれども、県も町も２９年度までに１００％の実施

を行っていきたいということなんですが、日本弁護士連合会では子供への危

険性を考慮し、反対意見書を国に提出しております。安全性、有効性、必要

性、合理性、調査等も危険性が否定できずに、安全管理についても確保でき

ていないということで、政策遂行には違法の疑いがあるんではないかという

ふうに言われていますが。このフッ素について、保健委員や担任がフッ素を

させるときに手袋をしてマスクをして、そしてボトルに水で希釈して、子供

たちのコップに注ぎ渡してさせると。１回７ミリほどの液を口に１分間ぐら

い、くちゅくちゅくちゅとさせて吐き出させる、そして３０分ぐらいは食べ

物を口にしてはいけませんよということだと思いますが。 

 日本医師会連盟では、ガイドラインにおいては安全だというふうに言われ

ています。しかし一方ではフッ素自体に毒性があるということで、そういっ

たことで疑問視されておりますけれども、私はもうやはりフッ素自体がやっ

ぱり劇物だと、毒性があるかもしれないということで非常に危惧するところ

なんですが、そういった点はどのようにお考えでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 
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 教育委員会理事。 

教育委員会 （永冨雅德君） 

理  事  議員のおっしゃるとおり、フッ化物というのは薬事法では劇物扱いという

形になっております。そのために、私たちとしては適切に管理して、指示ど

おりに水で溶かして管理していく、これが大切になるんじゃないかなと思い

ます。そうすることによって、きちっと適正な処置ができると考えておりま

す。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 このフッ化物洗口は、管理上、歯科医師の指導のもと、歯科医師あるいは

薬剤師が厳重に管理しなければならないとガイドラインに書いてありますね。

学校ではどなたが管理をされますか、どこに置かれますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会理事。 

教育委員会 （永冨雅德君） 

理  事  町長答弁でもありましたが、今、フッ化物の洗口実施要綱をつくっており

ますので、それに基づいて今から考えていかないといけないと思っておりま

すけど。ただフッ化物につきましては、フッ化物洗口は歯科医師から指示を

受けた後、その指示に従って実施する洗口剤の溶解や対象剤の洗口をさせる

行為は医療行為に当たらないし、誰がなさるかという話はまた別ですけど、

学校としては実施できると思っております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 低学年がふざけ合ったり、これは障害児などがぷくぷく吐き出すことがで

きない子もいらっしゃると、そういったところで親御さんも心配されている

方もいらっしゃいます。誤って誤飲したらどうなるのかと、今後あるんでは

ないかと思いますが、責任に関してはどなたがとる予定でいらっしゃいます

でしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会理事。 

教育委員会 （永冨雅德君） 

理  事  先ほども言いましたけど、フッ化物洗口については十分安全性も考慮され

ておりますので、私たちとしては実施に当たっては定められた手順でしっか

り管理法を守ってしていくので、事故は絶対起きないように配慮したいなと

思っているところです。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 絶対起きないと宣言されましたが、しかしですね、全国で平成２０年、２
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１年度に教職員を対象として保護者を対象にしたアンケートをとっているん

ですね。その中で、教職員や保護者の方たちが面談で事例が報告されている

んですが、フッ素をした後に吐き気、嘔吐、腹痛、頭痛、気持ちが悪いと答

えた子たちがいるということなんですね。それで、このことから安全性とか

安心してこれがもう実施をできないわけなんですよね、実際言ってですね。

その点、やっぱり控えたほうがいいんじゃないかなというふうに私は思いま

す。 

 それで、全国でフッ化物をした後に、例えば保健師が洗口液を飲んでも大

丈夫だよって言ってる方がいて、子供が洗口液を飲んだところ、喉や胸に不

快感を感じて、もう気持ち悪くなってぐあいが悪くなった、保健室で休んだ

とか。吐き気を訴えた子供たちがたくさんいるとか、それから同意書を取り

消した子もいらっしゃいます、それから嘔吐した子、洗口液を飲み込んで腹

痛を訴えた子とかじんま疹が出た子とか、そういった子供たちも何かいるわ

けなんですよね。私も非常にそこのところを危惧するんですが、親御さんに

はどのように御説明をされるつもりでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 今議員さんがるるおっしゃいました、そういう事例等もございますので、

今その実施要綱をつくっている、それは教育委員会だけじゃなくて、先ほど

言ったいろんな部局とそれから専門の機関も含めて、今から協議していくん

ですよね。今おっしゃったようなこともあるし、そうでもないのもあるし、

私、伊王島の校長しているとき３年間フッ素洗口やって虫歯ゼロ、島ですか

ら歯医者がなかったので、常に１週間に１回やっていましたよね。 

 そういうことで、この実施要綱をつくるのに少し時間がかかるのは、そう

いういろんなことを想定して検討しているからなんですよね。長崎県の条例

ですから、条例ですからね。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 長崎県の条例でも、やっぱり安全性が確認されないものはやっぱり子供た

ちに使うべきではありません。そしてまた、それは各自市町村で確認をして、

それは判断をしていいということですので、絶対しなければならないという

ことではございません。 

 そこで、やっぱり親御さんたちにもしっかり説明をなさって、このように

いいことばっかり言うんではなくって、反対意見もありますよ、こういった

安全性を危惧するとこもありますよということも説明をしながら、保護者の

同意をとっていただきたいと思います。 

 そして、昔に比べると虫歯は減少していると言われています。そしてフッ

素の利用が予防手段ではなくて、食生活の改善とか、小さいときからの歯磨

きの励行を習慣づけさせる、健診の定期化などが一番重要じゃないかなとい
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うふうに思いますが、学校、衛生士などを呼んで親子でブラッシング指導を

させるとか、そういった対策を十分にとっていただきたいと思いますが、そ

の点はいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会理事。 

教育委員会 （永冨雅德君） 

理  事  議員さんのおっしゃるとおり、衛生指導というのは当然大事なことですし、

フッ化物洗口だけということじゃなくて、先ほど言いました甘味制限もある

し、歯ブラシブラッシングもありますし、いろんな指導につきましては学校

と一緒になって、子供たちが１人でも虫歯にかからない、全員が健全歯でお

れるように、これからも指導を続けていきたいと思っております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 ぜひともお願いしたいと思います。 

 しかしですね、このＷＨＯの専門委員報告書によりますと、６歳未満はフ

ッ素洗口液を飲み込む危険性があり、６歳未満の子供へのフッ素洗口を禁忌

と見解を示しているところがありますが、この点についてはいかがでしょう

か。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会理事。 

教育委員会 （永冨雅德君） 

理  事  確かにＷＨＯは６歳未満はしないほうがいいということを述べているよう

です。ただそれにつきましては、ＷＨＯが言っているのは水道水フッ化物濃

度調整、つまり水道水にフッ素が混入していて全身で飲んでいくと、そうい

うことについては６歳未満についてはたくさん飲んでいくと非常に危険だと。

ただし、日本の場合は水道水にフッ化物を入れているということはございま

せんので大丈夫かと思いますが、もちろん議員さんがおっしゃったように、

小さい子供たちがフッ化物で●グルグルうがいをするときに、ひょっとした

ら間違って飲み込む、そういうことについては起こらないように事前指導等

もしっかりしていきたいと思っております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 その件についてはお願いしたいと思いますけれども、時間がありませんの

で次に行きたいと思います。 

 男女混合名簿なんですが、これについては３回目です。それで先ほど……

（発言する者あり）あ、４回目ですかね、あっ、済みません、４回目ですか、

済みません。 

 それで、もうぜひともこれはもう実施していただきたいところなんですが。

やはり、まず教育長に聞きたい、どうして性差は差別ではなくって単なる区



 

－ 55 － 

別であるということを先ほども何回も聞きました、お聞きしましたけれども。

私は、差別じゃなくても区別じゃなくても、そういうことは要らないと思う

んです。今現在も都会のほうではもう全部がほとんど１００％男女混合名簿

でありまして、それから長崎県の男女混合の出席簿については、小学校はも

う７０％近く実施しております、中学校は６０％。それから、出席簿以外は

小学校は７０％以上がもう行っていますよね、中学校もそうですね、６０％

ぐらい行っておりますが、どうして古いアナログをしたいのか、されたいの

か、そこのとこをお聞かせください。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 あのですね、みんなしている、全てやっている、その言葉で何かええっと

思うんですけども、今情報いただきましたから、じゃあ私が情報提供します、

九州の各県はどうか。九州は、小学校では、大分県と熊本県は混合名簿を使

用しています、佐賀県は実施の割合は高いけども、それ以外の県は実施校は

非常に少ない、これが小学校です。中学校は、大分県と熊本県は混合名簿を

使用しておりますけども、それ以外の県はほとんど実施していません。これ

を一つ、情報として提供しておきます。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 情報として受けときます。 

 しかし、文科省の全国児童生徒の調査では、やっぱり小、中、高校生の性

同一性障害の相談が６０６人あって、医者の診断で性同一性障害が１６５人

いたという診断を受けています。学校側も特別な配慮をして、話したくない

子供や相談できない子供もいらっしゃることから、このことから、もっと子

供たちは性同一性障害の子供たちいらっしゃるだろうということでおります

けれども、やはり長与町にはこういった子供はじゃあ全くいないと、今後も

出ないだろうというふうにじゃあ思われているということでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 安部議員さんは、いろんな学校の行事に足しげく運んでいただいて、子供

たちに激励していただいていますね。そして本当にそれ感謝しますし、子供

たちはそういう激励を受けてまたやる気を出して充実感を味わいながら次の

目標に進んでいくと、そういう意味では非常にうまくいっていると思う、そ

ういう本町の子供たちの現実、実態をごらんいただいて、それでも４回目と

なるこの御質問いただく、その背景は一体本当何なんでしょうかね。それを

ぜひお聞きして私も考えたいと、こういうふうに思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 安部議員。 
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  ２番 （安部 都議員） 

 背景は、まさにこういった子供たちが現在のニーズに合わせて子供たちの

環境も変わっております、こういった子供たちに合わせて、やはり学校がも

うそういった障害がある子たちに合わせて前もってやっぱりこういった環境

づくりを整えていかなければならないということだと思うんですね。そこで、

やはり現在もう学校の６割以上がやっぱりそうした子供たちに配慮を行って

いるということですので、ぜひともこれは、何か変わることで障害がやっぱ

りあるんですか。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で１４時１５分まで休憩します。 

（休憩１４時０１分～１４時１５分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

 通告順４、分部和弘議員の①長与町の各種施策への取り組みについて、②

長与町の観光施策について、③長与町の循環型社会に向けた環境の取り組み

についての質問を同時に許します。 

 ５番、分部和弘議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 それでは、早速質問をいたします。 

 １点目、長与町の各種施策への取り組みについて。 

 長与町においては、年間を通じ住民の生活向上や健康増進に向けたさまざ

まな取り組みが行われています。特に６月には環境、食育、男女共同参画な

どの重要な企画が計画されていました。計画の成果を大いに期待するところ

ですが、具体的な取り組み内容が見えてきません。そこで質問いたします。 

 （１）月間の取り組み状況についての考え方をお聞きします。 

 （２）環境、食育、男女共同参画の取り組み状況及び結果についてお伺い

をいたします。 

 大きな２点目、長与町の観光施策について。 

 全国的に人口減少が進む中で、長与町は減少に歯どめをかけていますが、

さらに魅力ある町として、交流人口の増加を目指す観光客誘致に力を入れる

必要があると思います。隣接する長崎市や４つのＪＲ駅、３つの温浴施設を

持つ恵まれた環境で、町の自然環境や郷土芸能などを大いに活用し、観光の

町ながよを目指してはどうでしょうか。その視点から以下の質問をいたしま

す。 

 （１）現在の観光施設、観光資源についてお伺いいたします。 

 （２）観光客誘致については、体験ペーロン等の効果は浸透してきていま

すが、その他の誘致については、町としてどのように考えているのか、お伺

いをいたします。 

 大きな３つ目、長与町の循環型社会に向けた環境の取り組みについて。 

 町の環境整備については、ごみ焼却施設を初め資源ごみの拠点回収やステ

ーション回収など順調に推移していますが、一部の心ない違反投棄者などの
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マナー面での課題や高齢者への対応などさらに充実する必要があります。そ

こで、ごみ環境の問題について質問いたします。 

 （１）ごみ焼却施設の工事については、平成２７年４月の運用開始に向け

て、順調に工事も進んでいる思いますが、今後の可燃ごみに対する考え方を

お伺いいたします。 

 （２）町内の環境サンプリングについてはどのように計画されているのか

お伺いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、分部議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 １番目の１点目の、月間の取り組み状況についての考え方についてでござ

います。 

 まず、環境月間についてでございますけれども、環境基本法に定められた

６月５日の環境の日を中心とする６月の１カ月間を環境月間として、環境保

全活動の普及、啓発に関する各種行事等を実施し、みずからの生活、行動を

具体的に見直していくきっかけづくりを目指すものでございます。 

 本町におきましても、その趣旨のもと、毎年６月第１日曜日に町民一斉清

掃を実施し、積極的に環境保全、美化活動への参加意欲の高揚を図っている

ところでございます。また、町の広報誌６月号におきましては、より環境問

題への理解を深めていただくため、巻頭から４ページを使用して環境特集と

して掲載したところでございます。 

 本町で循環型社会を構築することを目的に実施しております資源化物の拠

点回収にまつわります、常設の回収拠点の設置等のさまざまな施策、町の環

境行政の推進に協力する制度としての環境サポーターの御紹介、地球温暖化

防止活動推進員によります地球温暖化出前講座の御紹介などなど、環境月間

の趣旨に基づき、町民の皆様にわかりやすくアピールできたものと考えてい

るところでございます。 

 食育月間は、食育推進運動を継続的に展開し、食育の一層の定着を図るた

め、国の食育推進基本計画により６月と定められております。長与町では、

長与町食育推進計画に基づき、食について考え、行動し、健康で豊かな生活

を目指すため、家庭、学校、地域など、さまざまな場面で年間を通じて食育

を推進しておりますが、月間ということでの特別なＰＲは行っておりません。

今後は、食育月間の周知を図るために、広報誌やホームページ等を活用して

いきたいと考えておる次第でございます。 

 男女共同参画に関しましては、国の男女共同参画推進本部では、毎年６月

２３日から２９日までの１週間を男女共同参画週間として、さまざまな取り

組みを通じて男女共同参画社会基本法の目的や理念について理解を深めるこ

とを目指しており、本町におきましても、この週間を中心として各種の取り

組みを行っております。 
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 本年度におきましては、６月を通して男女共同参画週間の横断幕を掲出し、

また学校の協力を得て６月１９日に長与中学校、６月３０日に高田中学校の

いずれも３年生を対象に、中学生のための男女間の暴力防止授業、いわゆる

ＤＶ予防教育を実施し、それぞれ１７４名、８２名、計２５６名の参加を得

ております。 

 ちなみに、このＤＶ予防教育は、県下でもいち早く平成２１年度から取り

組んでおり、参加者の累計は平成２５年度末で１,３４２名に達しておりま

す。 

 思春期の多感な時期に焦点を当て、男女は対等な立場であり、互いに尊重

し合う大切なパートナーであることを理解させることは、発達段階上最適で

あると考えており、引き続き教育委員会と連携し、事業の継続に努めてまい

りたいと考えておるところでございます。 

 ２点目の御質問、環境、食育、男女共同参画の取り組み状況及び結果につ

いてでございます。 

 まず、環境についてでございますが、環境月間の取り組みとして実施いた

しました町民一斉清掃につきましては、天気にも恵まれ、町内全域でおよそ

１万人の住民の皆様に御参加いただき、道路や公園、空き地などの除草等を

行い、町内が大変美しくなったところでございます。 

 長崎がんばらんば国体も間近に迫ってまいりましたが、今後も町民皆様の

御協力をいただきながら環境美化に努め、美しい長与町へお客様をお迎えし

たいと考えているところでございます。 

 食育につきましては、年間を通して実施している各種事業の中で行ってお

ります。健康保険課の事業で例を挙げますと、乳幼児を持つお母さんなどを

対象としたお母さんの料理教室を開催し、バランスのよい食事について講和

と実習を行ったり、子供たちに料理の楽しさを体験してもらうことと、家庭

で話題になることで保護者にも食の関心を高めてもらうために、長与町健康

づくり推進員協議会の協力のもと、町内全ての保育園の園児と一緒におやつ

づくりなども行っております。また、地域における食育の推進のために、長

与町食生活改善推進員協議会もさまざまな活動を行われていますが、ことし、

協議会が作成した「野菜を食べよう！野菜レシピ集」のＰＲと窓口での配布

を行い、旬の食材を用いた食育に取り組んでおります。 

 男女共同参画につきましては、男女共同参画社会の実現には、社会のあら

ゆる分野、場面における取り組みが必要であることから、本町では各所管が

取り組むべき施策を網羅した男女共同参画計画を策定し、その着実な推進を

図ることとしております。現在は平成２５年３月に策定いたしました長与町

第２次男女共同参画計画に沿って、事業を実施しているところです。その計

画期間は、平成２５年度から平成２９年度の５カ年となっており、実効性と

透明性を高めるため、毎年度、進捗状況を把握し、広報誌及びホームページ

で公表することとしております。 

 現在の状況としましては、計画初年度であります平成２５年度の進捗状況

について、各所管から報告を求め、長与町男女共同参画推進委員会、委員の
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皆様に、その妥当性について検討をしていただいているところでございます。

今後、委員による評価が確定した後に、町民の皆様へ公表する予定となって

おります。 

 また、事業としましては、長崎市、西海市、時津町とともに２市２町で組

織をしております男女共同参画県南地域活動促進会議におきまして、フェス

タ、セミナーの開催を予定しており、また本町独自でのセミナー開催も予定

をしておるところでございます。 

 ２番目１点目の現在の観光施設、観光資源についての御質問でございます。 

町内の観光施設としましては、長崎県の観光統計で利用者数を把握している

施設といたしまして、中尾城公園と潮井崎公園、体験メニューとして体験ペ

ーロンがあり、平成２５年度における利用者といたしましては、それぞれ、

中尾城公園５万１,６２２人と潮井崎公園５,８５３人、体験ペーロン利用者

が３,５４３人の合計６万１,０１８名で、年によって若干の増減はあるよう

でございます。 

 またほかには、町内には史跡や公園などの自然環境や、ふるさと自然のみ

ちウオーキングコースとして南田川内コース、丸田谷コース、佐敷川内コー

スが整備されており、風光明媚な自然景観素材も多く存在しているところで

ございます。 

 ２点目の御質問についてお答えをいたします。観光客誘致につきましては、

これまで長与町インフォメーションパンフを初め、観光ガイドブック、体験

ペーロンパンフの町内外、県外旅行代理店への配布や、各施設ごとのパンフ

レットの整備、ホームページによる啓発活動やミックンなどのマスコットの

各種イベント参加と貸し出し、長与駅にはミックン観光案内板の整備を行い、

ミックングッズの製作、販売などを行っているところでございます。 

 また、大村湾沿線自治体で組織しております、大村湾沿線観光活性化協議

会による誘客活動としまして、２５年度は、観光列車「大村線スイーツトレ

イン」の運行時に、町特産品として長与スイーツの提供や、車内での本町の

ＰＲ放送を行っており、今年度におきましては、国体開催期間中に運行され

る予定となっておるところでございます。 

 さらに新たな取り組みといたしまして、本年５月に大村湾流域５市５町に

よる、「大村湾を生かしたまちづくり自治体ネットワーク会議」が発足し、

観光初め、環境の保全、教育文化や産業の振興、住民が主体となった地域活

動など、さまざまな分野で広域的な連携と交流を促進し、地域活性化を推進

することといたしており、８月１６日にはサミットも開催されたところでご

ざいます。 

 一方、町内では、昨年大村湾沿いの国道２０７号線に「ＮＡＧＡＹＯシー

サイドストリート」と愛称名をつけたところから、長与町の観光名所として

ＰＲと、交流人口の増加を目的に、３月には「長与シーサイドマルシェ」を

開催して、当日はおよそ７,０００人の来場者でにぎわうなど、新たなイベ

ントを行っておるところでございます。 

 今後も地域密着型のイベント開催などとのタイアップによる情報発信を推
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進するとともに、関係自治体との情報交換や交流促進を図りながら、交流人

口の増加に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、３番目１点目の質問に対するお答えでございます。今後の可燃ごみ

に対する考え方でございますが、近年の可燃ごみ排出量は、町民皆様の環境

意識の高まりを受け、過去３年間の長崎市への可燃ごみ処理委託量の推移を

見ますと、平成２３年度７,５９３トン、平成２４年度７,５４１トン、平成

２５年度７,４８０トンと年々減少しているところでございます。これから

も、町広報誌、ホームページ等でのごみ減量化へ向けての啓発を行ってまい

りたいと考えております。 

 また、西彼中央環境施設組合の解散に伴います長崎市への可燃ごみ処理委

託協議の中で、プラスチック類は償却対象物ではないとのことから、長与町

では、その他プラスチックとして別に収集日を設けての分別収集を行い、時

津町では不燃ごみとして分別収集を行っております。加えて、皮やゴム製品

等も可燃性ごみがございますが、これらは両町ともに不燃ごみとして分別収

集を行っているところでございます。これら可燃性の不燃ごみのうち、硬質

のプラスチックは固形燃料としてリサイクルを行い、そのほかのごみにつき

ましては、遠く、山口県まで運び、焼却及び最終処分をしているところから、

その運搬及び処分につきまして、多額の費用を要しているところでございま

す。このたび、長年の懸案でありましたごみ焼却施設が、平成２７年４月、

稼働する運びとなりましたことを受け、長与、時津両町の可燃性不燃ごみの

分別収集方法を可燃ごみとして分別収集を行うことで準備を進めているとこ

ろでございます。それによりますと、町民皆様の分別に対する手間が簡略化

されますとともに、遠方への運搬及び最終処分の処理が一定不要となり、ご

み処理経費の削減、また運搬に係りますＣＯ２等の環境負荷の軽減も図れる

ものと考えております。 

 ２点目の、町内の環境サンプリングの経費についてお答えをいたします。

ごみ焼却施設建設を計画するに当たりまして、立地をお願いいたしました自

治体の最大の懸念は、ごみ焼却施設ができることで大気汚染、騒音、振動等

のさまざまな公害が発生するのではないかということでございました。 

 その不安を払拭していただくために、地元の自治会の皆様に、各地の稼働

中の焼却施設の視察をしてもらいまして、安全性を御確認いただいたところ

でございます。また、環境施設組合と一体となり、地元説明会を重ねたこと

によりまして、施設整備に対する御理解をいただき、そのあかしといたしま

して、「長与・時津環境施設組合が設置するごみ焼却施設に係る覚書」を、

地元自治会と取り交わしております。その覚書の項目の１つに、ばいじん、

窒素酸化物、ダイオキシン類等の環境情報モニターの設置がうたわれており

ます。 

 環境モニターにつきましては、環境情報表示板という名称で、一般の方々

がいつでも確認できるように、焼却施設の出入り口付近に設置する計画とな

っております。環境表示板には、窒素酸化物、硫黄酸化物、一酸化炭素、塩

化水素、ばいじん、ダイオキシン類に関する運転中の排ガス測定値がリアル
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タイムで表示され、その表示されます排ガス測定値につきましては、国の環

境基準値及び施設独自の自主基準値が比較できるようになっております。 

 さらに、環境施設組合では、安全な施設の運転管理が行われていることを

住民の皆様に確認していただくために、運転中の排ガス測定値の情報や第三

者機関によります環境モニタリングの情報等を、組合ホームページによりま

して定期的に公開することが計画されております。また、近隣自治会及び関

連機関へも定期的に情報提供を行い、施設の安全で安心な稼働に向けまして、

万全を期してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 それでは、通告順に従いまして、再質問をさせていただきます。 

 まず①の、月間取り組み状況の考え方をお聞きしましたけども、それぞれ

月ごとに取り組む施策、あるいは具体的なテーマが多くあるかというように

思います。また、課題や成果がはっきり見えんといけないんかなというよう

に思っておりますし、毎年同時期に取り組む企画もあろうかというように思

いますが、そこら辺はきちっと整備していただいて実施してるのか、また、

住民への周知はどのようになってるのかということで、今回、それぞれ食育、

環境、男女共同参画ありましたけども、周知という点では確実に実行できた

と思ってるか、そこら辺をちょっとお聞きいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部理事。 

生活福祉部 （益冨雅彦君） 

理  事  それでは、環境対策課から申し上げさせていただきますが、環境月間とし

て実施をいたしました町民一斉清掃につきましては、先ほど御説明のとおり、

町民皆様たくさんの御参加をいただきまして、きれいなまちになったものと

考えております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 健康保険課長。 

健康保険 （森川寛子君） 

課  長  食育月間について、町長の答弁でも申し上げましたように、食育というも

のを年間を通じて行っているため、特別に６月が食育月間であるということ

のＰＲ等は実際今年度行っておりません。ですから、今後はホームページ等

から広報誌等にきちんと掲載して、食育月間の周知を図りたいと考えており

ます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （久保平敏弘君） 

 男女共同参画について、申し上げます。男女共同参画につきましては、町

長の答弁にもございましたとおり、計画書を策定いたしまして、その進捗に
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ついて検証をし、毎年ホームページ及び広報誌で公表することとしておりま

す。ただ、男女共同参画の成果というのがなかなか目に見えないというとこ

ろで非常に苦慮をしておりますが、この計画書、２５年３月に策定しました

計画の各所管の進捗状況の自己評価につきまして、毎年公表をいたします。

以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 ありがとうございました。ここに長崎県と本町の広報関係持ってきてるん

ですけども、６月、７月、８月見てみますと、特に、済みません、食育だけ

にいうんじゃなくて、食育は６月、７月、何も食育という言葉が全然載って

きてない。長崎県見れば、確か去年も入ってたんですね、６月号に。また、

ことしも入っとるということですね。やはり、それぞれ興味を持たれる方が

町民の住民さん、おられようかというふうに思いますんで、それは平均的に

やはり載せていただいて、インパクトのある広報として情報を伝えていただ

きたいなというふうに思いますんで、そこら辺は各所管によろしくお願いし

ときたいというふうに思います。 

 そしたら、食育のほうにちょっと行かせていただきたいと思います。②の

ほうですけども、今回、食育月間、食育推進基本計画により定められておっ

て、その中で各種広報やイベントなどをして、周知と定着を図るようになっ

ております。また、家庭や学校、保育所、職場などに対して食育実践の場と

いうように呼びかけております。 

 そこで、長与町の食育月間での、保育所及び小・中学校での取り組みにつ

いて、どのようなことを行ったのか、お伺いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 健康保険課長。 

健康保険 （森川寛子君） 

課  長  食育月間での取り組みといいますか、６月に行った取り組みということで、

今回、町長の答弁のほうでお答えをさせていただいております、お母さんの

ための料理教室とか、あと子供の、保育園児、保育園で園児たちと健康づく

り推進委員さんたちが、６０以上のおじいちゃんたちなんですけども、と一

緒になっておやつをつくるということで、食に関する意識を小さいときから

持っていただくと。よく言われるのが、あなたの体はあなたの食べたもので

できているということがありますので、健康のためには食育っていうのは欠

かせないものですので、小さいときからそういう意識を、お母さんであった

り子供たちにつけていただきたいということで、そういう事業を６月に行っ

ております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 続いて、先ほどの回答の中で長与町健康づくりの協力をいただいてという
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ような回答もございましたんで、この食育推進計画書、ダイジェスト版です

けども、これに長与町健康づくり幹事会とありますけども、この開催状況と

活動状況をちょっとお伺いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 健康保険課長。 

健康保険 （森川寛子君） 

課  長  健康づくり幹事会につきましては、主に町の生活福祉部長初め、関係各課

長が委員となっております。今回、５月に健康づくり幹事会を開催して、２

５年度の各所管の食育状況の取り組みと２６年度の計画について報告等を受

けております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 適時、開催されてるということですんで、今年が２６年度最終版になりま

すので、それぞれ推進委員会も幹事会のほうも幾度か開催されて、この取り

まとめ、成果の発表などを行われるというふうに思いますけども、そういっ

たところで漏れのないようにしっかりと次につなげるものになっていただき

たいというふうに思いますから、よろしくお願いしときたいというふうに思

います。 

 続いて、男女共同参画のほうに入ります。６月に、女性への活動への理解

の促進の意味を込めて取り組みを行っておりますが、町としてどのように実

践し、その成果はどうだったのかということで、先ほど回答にもありました

けども、具体的にこれをやったよというような、言えるものがあれば教えて

いただきたいというふうに思います。 

 全国的には、男女共同参画週間のキャッチフレーズの募集を全国的に行っ

ております。長崎県でも、男女共同参画パネル展や講習会も実施されてると

いうことで、何か先ほど回答にはありましたけども、なかなか見えにくいと

ころはありますけども、これをやったよというようなところがあれば、お伺

いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （久保平敏弘君） 

 そうですね。６月を一応、男女共同参画の月間というふうに捉えまして、

この６月に、町長の答弁にもございましたが、「中学生のための男女間の暴

力防止授業」というのを、長与中学校及び高田中学校で開催をしております。

これは、県下でも最も早い段階から取り組んでおる事業でして、それなりの、

アンケート等もとらせていただいておりますが、非常に生徒の皆さんからも

好評を得ております。 

 あと、そうですね、６月を通じまして、横断幕を掲出をいたしました。 

 今年度はちょっと実現ができなかったんですが、例えば昨年度は、週間に

おきまして、「イクメン」クッキング教室なども開催しておりまして、御夫
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婦で参加していただいて、男性にも家事を分担していただくという意味での

「イクメン」クッキング教室なども開催をしております。 

 それ以外で、年間を通じて、長崎県、それとか近隣の市町とも連携をしま

して、セミナー、フェスタの開催なども予定をしておりますし、町独自での

セミナーも今準備をしてるところです。 

 ちなみに、平成２６年度の全国の男女共同参画週間のキャッチフレーズな

んですが、「家事場のパパヂカラ」という非常によくできた、かじばのかじ

は台所でやる家事ですね、燃える火事ではなくて。要は、台所のパパの力を

活用しようとそういう意図だと思います。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 そうですね。全国的な取り組みは、男性がもっと家事、育児、そして介護、

地域の活動に参加しましょうねっていうことで展開されてますんで、長与町

もそういった感じで、何かこう公表をしていただければなっていうように、

何かちょっとこう足りないかなって思うんで、そこら辺を十分、何かの機会

に公表のほうも一緒にしていただければなというふうに思いますし、先ほど

回答の中に、今、２５年度のやつをやってますということで、推進状況を把

握し、ちょっと間違えちょったら済みません、推進委員会で現在、妥当性に

ついて検討し、評価が確定し次第、報告というような形で答弁されとりまし

たけども、２５年のこれ、いつごろ公表される予定になるんでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （久保平敏弘君） 

 ２５年の３月に現行の計画書を策定をいたしました。２４年度の最後の段

階です。平成２５年度は計画の初年度ということもございまして、平成２５

年度の各所管の実施状況、進捗状況を、この４月、５月に各所管から報告受

けまして、６月２７日に開催いたしました推進委員会の中で報告をいたしま

した。この段階ではあくまでも自己評価です。自己評価で、できてる、でき

てないということですので、これらをそれぞれの事業ごとに委員の皆さんに

説明を申し上げた上で、客観的な今評価をいただくというところで、もうし

ばらくしたら、委員の皆さんからの評価が出そろうと思いますので、それが

出そろった段階で、ホームページ及び広報誌にて概略を公開しようというふ

うに考えておる次第です。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 もう少し要るということで、もう２５年度のやつが、今２６年度も半年た

ってます。ということで、何か半年も、やっとることはわかるんですよね、

しっかりやらんといかんということがあって、しかし、もう半年過ぎておっ

て評価を待ってる所管があればそれを評価待ちと、後は、あと半年か５カ月
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間でやらんばいかんと、逆にその評価に対するフィードバックも返ってくる

と。となれば、ちょっとあんまりかかり過ぎかなというふうに思うんですけ

ど、その半年というところがちょっとどのように思われてるか。 

議  長 （山口経正議員） 

 企画課長。 

企画課長 （久保平敏弘君） 

 ちょっと私の舌足らずだったようです。改めて御説明いたします。今、待

っているのは、各所管から出そろった自己評価を委員の皆様に説明の上お配

りをして、その自己評価の妥当性について今チェックをしていただいてると

そういう状況です。それが、もうすぐ出そろうということです。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員）わかりました。そういったところを自己評価していただい

て、町民によりわかりやすい公表のやり方でやっていただきたいというふう

に思います。 

 次に、男女共同参画の中によく言われています、にいまるにいまる・さん

まるについて、若干お伺いしたいというふうに思います。 

 本町では、この推進計画書によれば、女性の管理職への積極的な登用に努

めるというふうな形で書かれてあります。普通、数値を設けなさいよねって

いうところもありますけども、今現在の女性の登用に向けての推進状況をち

ょっとお伺いをしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 しばらく休憩します。 

（休憩１４時４９分～１４時５０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 会議を再開します。 

 総務部長。 

総務部長 （中山祐一君） 

 現在のところ、女性の課長以上につきましては、見てもおわかりのとおり、

１名だけでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 なかなか、質問もちょっと嫌らしい質問かなというように思ったんですけ

ども、やはり、国も３０％になるように、目標に、期待しますよっていう期

待数字を出してるんで、やはり地方自治体もそういった意味では女性が参画

することで、やはり男性だけでなく女性が入ることでバランスのとれた質の

高い行政サービスが期待できるのかなというふうに思いますし、女性の持つ

きめ細やかなサービスというのも期待できるのかなというふうに思いますん

で、数値化されてませんけども、管理職への積極的な登用となってますんで、

積極的にやっていただきたいというふうに思います。 
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 そういった中で、ちょっと町長にお伺いいたします。その男女共同参画社

会の実現に向けて、その３０％目標を思えば、町長として、この議場に何名

の女性管理職を理想としているのか、お伺いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今、議員がおっしゃったように、男女共同参画ということは、やはり女性

のそういった意味での社会参画、こういったものを促進していくっていうの

が一つの目的でもあります。したがいまして、私が今後、長与町の人事構成

考える場合の女性の存在につきましては、十分そのあたりも考慮してやって

いきたいと思います。ただ、今のところ、例えば部課長になる年齢の方々の

女性が少ないっていうかな、年齢で区切るわけじゃございませんけども、つ

まり、仕事の今までの、何ていうんですか、キャリアといいましょうか、そ

ういったものとか、正確性とかいろんなものが要求されますので、そのあた

りを踏まえて今こういった男女共同参画ということでやっておりますので、

その線に沿って、国のほうは３０％という数字を設けておりますけども、長

与町、まだその数字までははっきりとは言いがたいところはありますけれど

も、そういった面で女性の参画を育てていくという観点から今後も取り組ん

でまいりたいというふうに思っております。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 続いて、観光のほうに入っていきたいというふうに思います。現在の観光

客、そして観光消費額については、町としてはどのように判断してるのかと

いうことで、２点お伺いしたいというふうに思います。 

 現在、長与町人口４万２,０００の町として、さらには自然環境が豊かな

町として、有名な長与ミカンを持つ、ブランドも持つ町として、現在の年間

６万人程度の観光客、そして１億９,０００万ぐらいの観光消費額は、私的

にはいかにも少ないかなというふうに思っております。この観光客誘致に関

しては、人を呼び込み、町を活性化し、経済効果をもたらす効果があります。

この効果に期待する積極的な考えはないのか、お伺いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  観光客数につきましては、年によって多少の増減はあっております。ただ、

本町の宿泊施設のない、また、特に観光資源に富んでるとは言えない本町に

とっては、この観光振興については非常に厳しいというふうな捉え方をいた

しております。 

 しかしながら、新たなイベントの開催や各地域との連携を図ることから、

交流人口の促進については可能だということで、そちらのほうを進めさせて

いただきたいというようにも考えております。以上でございます。 
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議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 今の回答で、視点をちょっと変えてみれば、観光消費額が増大することに

よって町自体の財源確保にも大きくこれは関連してくるものというふうに思

います。今後長期的に見れば、人口減少に伴い、税収も落ちてくるのかなと

いうふうに思います。それで少なくとも、観光消費額がふえれば、それだけ

税収はふえるということになりますんで、そこら辺はしっかり時代のニーズ、

そして新たなニーズを検討していただいて、やはり観光客誘致に向けてやっ

ていかなきゃいけないかなというふうに思いますんで、そこら辺はよろしく

お願いしときたいと思います。 

 続いて、観光施設についてですけども、近隣の長崎市を見たときに、長崎

ベイサイドエリア、昔、あそこは薄暗い何か倉庫群があったかなというふう

に私記憶しておりますけども、そこが今整備されて商業地区、公園となって、

長崎市民の憩いの広場に変わってきております。先ほど回答の中にもありま

したけども、本町のシーサイドマルシェの企画を行って活性化させています

けども、やはり、それは単発にしか思えないというところもあります。 

 そこで、今回シーサイドマルシェを開催した地区において、下水施設周辺

ですけども、シーサイド活性計画のようなものは考えられないのか、ちょっ

とお伺いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  今年度開催いたしましたマルシェにつきましては、先ほど町長のほうから

答弁がございましたように、約７,０００名の来客者等でにぎわったという

ことでございます。ただ、今年度についても来年の３月に開催を予定をして

おるということでございます。 

 それから、そうした施設整備につきましては、一緒くたにできるものでは

ないという判断をいたしておりますが、この単発開催から、そういったもの

を複数回開催することによって、その認知度を上げ、この国道２０７号線の

長与シーサイドストリートを絡めた人の流れをつくりながら、それを定着さ

せて付近一帯の活性化は図れるのではないかなというふうな判断をいたして

おります。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 そのシーサイド周辺、活性化という意味では、やはりそこに物ができて、

何か行事をすればそこには若い世代が来る、若い世代が来れば、そこに家族

連れが来る、家族連れが来ればお孫さんを連れた高齢者世代も来るというこ

とで、一つの相乗効果が生まれてくるのかなというふうに思いますし、また、

商店のない岡地区のまんてんを中心とした商業地区としての形成もやはり視
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野に入れて、そういったところは少しでも計画をしていただければ、両方の

環境がよくなってくるのかなというふうに思いますから、そこら辺は十分町

長のほうも計画に入れて、できるようであればやっていただきたいなという

ふうに思いますんで、よろしくお願いします。 

 続いて、これ、イベント関係なんですけども、今ＪＲとコラボして、高田

駅関係は菜の花まつり等を開催されておりますけども、これを長与町全地区

として、長与桜まつりとか開催できないものか。それから道ノ尾駅、高田駅、

長与駅、本川内駅というふうに、そこら辺をうまく利用して、ＪＲとコラボ

すれば、何かのイベントをできないのかというふうに思いますけども、そこ

ら辺の計画はされないのか、ちょっとお伺いをいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 地域政策課長。 

地域政策 （大津鉄治君） 

課  長  今、議員おっしゃいました菜の花まつり等のときに、ＪＲさんのほうで町

内のＪＲ駅を起点としたヘルシーウオークとか、そういったものを実施をさ

れております。そういった町内行事に絡めた誘客活動というものも必要であ

るというふうな思いはございます。そういったものもＪＲさんとも十分協議

しながら、年間を通した季節ごとのＪＲ駅を起点としたそういった取り組み

等もできないか、十分協議は進めさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 私的には、その長与駅、道ノ尾駅、高田駅、本川内駅、それぞれ観光資源

いっぱいあるんかなというふうに思います。 

 特に長与駅なんか、中尾城公園と一緒にやって、それとななつ星もとまる

駅ですよね、そういったところを何か企画ができないのか、あるいは民間の

温浴施設の送迎バスを連携して、長与駅から和三郎公園、オリーブ園と、温

浴施設というような、そういった連携もできるんじゃなかろうかというふう

に思いますし、道ノ尾駅はふれあいセンターとか温浴施設ありますよね、そ

こら辺のうまく連携をやっていく。高田駅は今の催しをやっていく、そして

本川内駅は長与周辺の桜と連携していく。 

 また、知ってる方は知ってると思いますけども、長崎の有名歌手が撮った

写真の場所として、本川内駅、有名だと思います。中には、本川内の福山と

言う人もおりますんで、そこら辺はしっかりと観光資源をうまく利用してい

ただければ、これが成り立つのかなというふうに思いますんで、そこら辺は

十分よろしくお願いしておきたいと思いますし、長崎ランタンフェスタも多

くの観光客を呼んで行っております。長与町も、これもコラボできるじゃな

かかなと一つ思います。 

 中国獅子舞をしてますよね、長崎でランタンフェスタ会場、吉無田の郷土

芸能に行けば獅子舞がありますよね。長崎女子高校の蛇踊り、やってますよ
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ね、長崎市では。斎藤の蛇踊り、あるいは先ほど国体で言われた小学校の蛇

踊り、そういったのもコラボすれば、何かとできるんじゃなかろうかと思い

ますんで、いっぱい観光資源というのは長与町あるはずなんですよね。もう

そこら辺を開拓していただいて、何かのイベントにつなげていけば、また活

性化になるのかなというふうに思います。 

 そして、私は先般、田上長崎市長とお話しする機会がありました。その折

に、やはり隣接する長崎市と長与町は交流人口をふやしていきましょうやと

いうような話を提案をさせていただきました。うんうんというような形で聞

いておりましたけども、ぜひ観光による双方の活性化に向けて活動をお願い

したいというふうに思いますが、町長の考え方をお聞かせください。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 今、議員さんがおっしゃることの意味は、よく私もわかっております。 

 それで、１つ出ました、長与シーサイドマルシェというのが出ましたけど

も、あそこはまんてんがございます。まんてんを中心してシーサイドマルシ

ェをやったわけでありますけれども、７,０００人という方々が来られたと。

それは、私たちは想像を超えた数だったのであります。 

 そういった意味で言えば、そのあたりを中心にしたロードレースとか、あ

るいはヘルシーウオークとか、いろいろありますので、そのあたりを育てて

いくというようなことで、名所を１つふやしていこうじゃないかというよう

なことで、今考えております。何とか、この長与シーサイドストリートとい

う名前をもっともっと皆さんに知ってもらうためにＰＲ活動も行っていこう

という、そういうためのものをイベントとしてやっていこう。 

 それと、もう一つは、そのまんてん等々を将来的にはもうちょっと大きく

しまして、そこで第６次産業もできるぐらいの規模のまんてんといいましょ

うか、そういった設備も考えていかなくちゃいけないなということも話をし

てはおります。 

 そういうことで、長与町ならではの、何といいましょうか、特産品とかそ

ういったものも、今は特産品のほかにスイーツというのもございますので、

そういったものを販売できるとか、オリーブ、かんきつ類、こういったもの

を長与で販売すると、そして今は大村湾でとれる魚介類も非常に好評であり

まして、朝から買いに来られるというようなことでございます。そういった

意味で言えば、一方ではそういったまんてんを中心にしたイベント活動がで

きるだろうと思います。 

 もう一つは、中尾城公園からじげもんにかけては、長崎からも随分来られ

ます。列車に乗って来られて、特に中尾城公園の花火シーズンは随分来られ

ます。そしてじげもんのほうにも常時長崎市からも来られているようでござ

います。そういったものも何とかまとめ上げていくというようなことも今後

必要かなというふうには考えております。 

議  長 （山口経正議員） 
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 分部委員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 どうかよろしくお願いしておきます。 

 続いて、大きな３つ目に、ごみ関係に入っていきます。 

 ごみ焼却施設が運用開始になりますが、長与町全体の周知というか、町民

皆さんのごみ焼却施設に対する認識はどの程度なのかと、ごみは現在長崎市、

４月から町内の施設で行う、このことがどれだけの方が理解しているのか、

少なくとも焼却施設周辺の方は十分理解しているというふうに思いますけど

も、それ以外の住民の皆さんはどうなのかと思うところがあります。 

 やはり町内で温度差があるのかなというふうに思いますが、そういったと

ころは町としてどのように感じておるのか、お伺いをしたいと思います。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部理事。 

生活福祉部 （益冨雅彦君） 

理  事  おっしゃられますように、当然、地元地域におきましてはいろいろ協議会

等がございまして、協議を行っております。そういう観点から、やっぱり十

分に周知ができてるものとは考えております。 

 そのほかにも町全体としてということになりますと、今まで町の広報誌等

で、今の新焼却施設の状況がどうですよとか、何年何月に完成しますよとか

いうのも載せております。議会だよりにも１度載せたということでございま

すので、ある意味、そういう形では周知ができてるのかと思っております。

以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 どのように周知することよりも、やはり大事なのは、これからの運用に向

けて町内で焼却することの理解が一番大切かなというふうに思います。何を

周知することよりも、やはりそれを理解しないと前に進めないのかなという

ふうに思いますんで、残されたあと半年間、十分な広報活動もお願いしとき

たいというふうに思います。 

 続いて、可燃ごみについては、先ほど種類等御説明、回答ありましたんで

省きますけども、じゃあ、その周知はどのようにやっていくのか、また、い

つごろ行うのか、ちょっとお伺いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

  生活福祉部理事。 

生活福祉部 （益冨雅彦君） 

理  事  周知ということでございます。 

 今、建設を進めております焼却施設が大体１１月までに完成の予定でござ

います。それから、１２月、１月の半ばぐらいまで性能試験等を行いまして、

１月の１５日に火入れ式を行うようになっております。町としましては、そ

の火入れ式がやっぱりキーポイントになるのかなと考えております。 
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 そういうことで、先月２９日ですか、保健環境連合会の理事会を開催をさ

せていただきました。その中で、大枠でいきますと先ほどの町長の答弁にご

ざいましたように、不燃性の可燃ごみというのが可燃物に変わるんですよと、

大枠ではそういうことになります。そのようなことの御説明等を申し上げま

して、年内、今の考えでいきますと、お諮りを申し上げましたのが１０月の

末から１１月の頭ぐらいに臨時総会、説明会ですね、保健環境連合会の、そ

れを開催をさせていただきたいということで申し入れをいたしております。 

 その中でもって、大きく分別は変わるわけではないんですけれども、自治

会からの御要望をいただきまして、御要望に基づきまして地元説明会も入っ

てまいりたいと考えております。その時期につきましても、早過ぎるとどう

しても勘違いして、火入れ式が基準になりまして、なかなか長崎市との委託

の関係で難しいものが出てきますので、その辺は調整をいたしたいと。 

 その説明についてはそういうことですけれども、じゃあ自治会に加入して

ない世帯というのがございます。そういう観点から、町内の全ポストに委託

をいたしまして、ごみの分別収集がこういうふうに変わりますという説明の

文書を発送をしたいと思っております。その時期につきましても、来年火入

れ式の当然後ということで計画をしたいと考えております。そういうことで、

長与町全部の町民の方に周知ができるものと考えております。以上でござい

ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 自治会の未加入の世帯も質問しようかなと思ったら先に言われたんで、一

斉ポスティングですね。あるいは町の広報、ホームページ等をやって周知を

していくというふうに思いますけども、やはりこれで十分かと言われたら、

やっぱり本当に末端まで行くのかといったら、ちょっと不安な部分はあろう

かというふうに思いますけども、そこには今言うた情報に関しては目からの

情報しかないんですよね。あるいは一方、先に考えれば、広報車を回して、

近づけば耳からの要望に変えるということも検討していったほうがいいのか

なというふうに思いますんで、目からと耳からの情報を入れていただいて、

より町民にそういった可燃、不燃の違いを理解してもらうということで、そ

こら辺は努力していただきたいなというふうに思っております。 

 次に、環境サンプリングですけども、詳しくサンプリング内容については

回答していただきましたんで、もうわかってればサンプリング箇所、詳細な

場所が確定しとったら教えていただきたいというふうに思います。 

議  長 （山口経正議員） 

  生活福祉部理事。 

生活福祉部 （益冨雅彦君） 

理  事  場所ということでございます。 

 先ほど、町長の答弁にございました環境モニタリングにつきましての御説

明は、あくまでも焼却施設、その施設から排出されるもの、それについての
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サンプリングを厳重にやりますという御説明を詳細に申し上げましたところ

でございます。 

 今おっしゃられる部分は、多分、環境影響評価、そのあたりに絡んでくる

ものだと思っております。その点につきましては、長与・時津環境施設組合

がＳＰＣ、特別目的会社ということになるんですが、そこと契約を交わして

おります。その中の条文に、組合は必要に応じて周辺環境サンプリングを行

うと、モニタリングを行うということで契約を結んでおります。必要に応じ

てということですので、年にじゃあ何回やるとかいう話ではなくて、あくま

でもこれは施設の安全性を第一として、まずはごみは燃やすけれども、そこ

からばいじん等の物質を出さないと、そういう観点からその契約ということ

になっております。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 時間がないのでざっと行きますけども、モニタリング、これは運転中、常

時するようになっているのかなというふうに思いますけども、炉のスタート、

停止、必ず年何回かあろうかというふうに思います。そういった中で、低温

から高温、高温から低温に変わります。温度の変化で炉内のさまざまな物質

の環境変化で必ず起こるんですよね。そういった中で、これは常時運転中だ

けしかモニタリングしないのか、あるいは炉の立ち上げ、立ち下げのときに

はモニタリングを徹底するルールになってるのか、そこら辺をちょっとお聞

かせください。 

議  長 （山口経正議員） 

  生活福祉部理事。 

生活福祉部 （益冨雅彦君） 

理  事  大変申しわけございませんが、そこまでの詳細は私は存じ上げておりませ

ん。 

 しかしながら、ダイオキシンに関して申しますと、温度設定が例えば８５

０度以上とかいう規定、もう御存じのとおりですね。それ以上に燃やすなら

ばダイオキシンは出ませんと、おっしゃられる部分につきましては３００度

前後、そのあたりが出るということでございます。ですから、そこについて

は急速冷却という形で、ダイオキシンの発生を極力抑えるという部分はお聞

きしてるところです。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 最後に、町のトップの町長と、教育のトップ、教育長にちょっとお伺いし

て私の質問を終わりたいと思います。 

 世界の方々から称賛をいただいたサッカーワールドカップのサポーターの

試合後のごみ拾い、記憶に新しいかなというふうに思いますし、私たちも試

合以上に共感をいただき、よき日本人らしさを痛感したかなというふうに思
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っております。 

 ごみのないきれいなまちづくりを目指す長与町としても、いよいよ国体本

番は近づいてきております。この日本人サポーターのすばらしい行動をどの

ように感じ、今後のごみ環境、教育環境に結びつけていこうと思うか、チー

ム長与のツートップであります町長と教育長にお伺いをして私の質問を終わ

ります。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、私のほうから先にさせていただきますけれども、あれは大変感

動的でございました。ことしのワールドカップのサッカーにおきましては、

非常にサポーターが問題になって、加熱化してるというようなことでありま

した。そういう中で、国と国との問題にまで発展しかねないところであった

中で、日本人のサポーターが終わった後、皆集まってそれを掃除をしている

というようなことは、やはり日本人というのを非常にアピールしたんじゃな

いだろうかと思ってます。世界から、やはり、ある種尊敬されるところもあ

ります。そういったものが、やはりああいった形で出てきておるんじゃない

かなというようなことを思っております。 

 そしてまた長与町は、今度はこういった形で国体で少年女子のソフトボー

ルほか、幾つかの競技があります。その中でも、やはりそういった志を持っ

て長与町は取り組んでいくと。特に今まで、一般質問の中でも各議員さんの

ほうから、長与町のそういったごみ対策とか、国体対策につきましてはいろ

いろ質問もありましたけれども、やはりまちの美化といいましょうか、そう

いったもの、そして終了するまでの間、やはり私たちは皆さん方をおもてな

しの心を持って迎えるという気持ちで、まちの美化というのも一緒に考えて

いきたいというふうに考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 町長と全く同感でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 分部議員。 

  ５番 （分部和弘議員） 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

議  長 （山口経正議員） 

 場内の時計で１５時３０分まで休憩します。 

（休憩１５時１６分～１５時３０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

 通告順５、饗庭敦子議員の①教育行政について、②地域の力についての質

問を同時に許します。 
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 １番、饗庭敦子議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 皆さん、こんにちは。 

 長崎がんばらんば国体、長崎がんばらんば大会に向けて、あと１カ月と少

しとなってまいりました。徐々に士気が高まっていると感じております。私

は、がんばらんば大会においてパソコンの要約筆記を行うこととしておりま

す。この要約筆記がなかなか難しくありまして、きょうも一般質問を聞きな

がら、要約筆記を勉強しようという形で少しずつ筆記をしておりましたが、

なかなか長い文章になると要約が難しいなと感じているところです。この要

約筆記で、私たちが耳で聞くことと同じように、私たちの書いた文章が伝わ

ることを目指して頑張っていきたいというふうに思っております。 

 それでは、早速質問に入ります。 

 教育行政について。 

 先般、佐世保市で県立高校１年生の女子生徒が殺害され、同級生の少女が

逮捕されるという、とても恐ろしく悲しい事件が起こりました。逮捕された

少女のＳＯＳは、問題行動という形で発信されていました。しかし、このＳ

ＯＳを受けとめられることなく、少女はひとり暮らしとなり、不登校になり、

ますます孤立していきました。御家族、学校、友達、地域のどこかで防ぐこ

とができたのではないかという思いで心がとってもいっぱいであります。こ

の少女の本心はどこまで伝わっていたのでしょうか。心を育てる教育、社会

的つながりの中で子供を支えることが、今もっとも大切なことだと思います。 

 また、８月４日に厚労省が発表した児童虐待相談件数が７万件を超え、昨

年度より１０.６％ふえております。心痛む記事で、犠牲になるのはいつも

子供たちであります。その上、子供を取り巻く環境の変化は著しく、新にＬ

ＩＮＥのいじめ問題が急増しております。未来を担う子供たちの教育には何

よりも力を注ぐべきであります。教育行政として、町がどのように取り組ん

でいるかを質問いたします。 

 １、長与町教育振興基本計画に、「心の豊かさとみずから学ぶ力を育てる

学校教育の実現」とありますが、取り組んでいる現状をお伺いします。 

 ２、いじめ・不登校問題についてはどのように考えていらっしゃいますか。

また、実態は把握できてますか、お伺いします。 

 貧困の連鎖により教育が十分に受けられない子供たちへの学習支援はどの

ように考えていらっしゃいますか。 

 ４、命の大切さをどのようにして子供たちに伝えていこうと思っているか、

お伺いします。 

 ５、保護者や地域に信頼される学校づくりはどのように取り組んでいるか

お伺いします。 

 ６、教職員のメンタルヘルスケアについての新たな取り組みをお伺いいた

します。 

 ②地域の力について。 

 今日の地域社会は、住民の公共サービスに対するニーズも多様化し、従来
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のように行政頼みでのまちづくりを進めることはおよそ困難な時代となって

おります。 

 国は介護保険制度の要支援向けサービスを１５年度から３年間で市町村に

移管することを決定しております。国が想定するボランティア活動などの受

け皿確保やサービスの維持に不安を抱える自治体も多いと聞いております。

地域間格差が生じるとの懸念もあり、利用者の方々からは、国の切り捨てだ

との不満の声が上がっております。今までと同じサービスを受けられない状

況にならないように地域の力を高めていかなければならないと考えます。 

 例えば、認知症の方の徘回による行方不明、ごみ屋敷、引きこもり、孤独

死など、制度のはざまと言われる問題で苦しむ人たちを住民と一緒に助けて

いくことが必要であると思います。 

 長与町においても少子高齢化が進み、地域における子育て、高齢者の見守

りがますます大きな課題となってきます。自治体としても積極的、主体的に

地域の力を高めなければならないと考えます。そこで地域の力について以下

の質問をいたします。 

 １、長与町における地域の力についての基本的な考えをお伺いします。 

 ２、介護保険や生活保護のサービスに当てはまらない問題を制度のはざま

と呼んでおりますが、その対策はあるかお伺いします。 

 コミュニティーソーシャルワーカーが長与町にはいるのか、また、どのよ

うにコミュニティーソーシャルワーカーというものを捉えているかお伺いい

たします。 

 ４、長与町と福祉協議会と地域の連携をお伺いいたします。 

 以上、質問いたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、１番目の御質問につきましては、所管をいたしております教育

委員会から回答いたします。私のほうからは、その他の御質問についてお答

えをさせていただきたいと存じます。 

 ２番目、１点目の、長与町における地域の力についての基本的考えという

御質問についてでございますけれども、長与町では、高齢者世帯やひとり暮

らしの高齢者などの増加に伴い、一人一人の生活様式へのきめ細やかな対応

が難しくなってきておるところでございます。 

 将来に向かって安心安全な暮らしを実現していくためには、住民みずから

ができることはみずからが行う自助、自立した個人が相互に助け合い・支え

合う共助、自助や共助では解決できない問題に行政が対応いたしますところ

の公助の役割分担を行うことが大切だと考えております。 

 この自助、共助が地域の力であり、社会福祉協議会が進めております福祉

員の高齢者見守り活動や、各校区で行われております登下校の見守り活動な

ど、地域での見守り活動などの充実が地域力の向上につながっておると考え

ております。 
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 次に、２点目の御質問についてお答えをいたします。 

 介護保険や生活保護などの制度に当てはまらない、いわゆる制度のはざま

と呼ばれる方の把握は、民生委員さん、社会福祉協議会で行っている見守り

活動などや地域の方からの連絡等により対応しているところが現状でござい

ます。 

 対策といたしましては、地域福祉計画では自助、共助、公助により、全て

の住民一人一人の生活を大事にしながら、隣同士見守り、安全に安心してい

きいきと暮らすことができるまちを目指しております。このような活動をも

とに網の目を小さくして、支援の充実を図っていきたいと思っております。 

 次に、３点目の御質問についてお答えをいたします。 

 専門的に社会福祉援助やボランティアスタッフとして登録されております

ところのコミュニティソーシャルワーカーの存在については、町では把握し

ておらないところでございます。個別の相談事例について、町や社会福祉協

議会、医療機関の職員が専門的に相談を受けて対応をしております。 

また、前述と関係します地域の力としての高齢者見守りなどの活動は、コミ

ュニティソーシャルワーカーの一つではないかと考えられます。 

 これからは、複合的な支援を必要とする方がふえると思われますので、コ

ミュニティソーシャルワーカーを含め、ネットワークの構築、充実について

研究をしていきたいと考えております。 

 次に、４点目の御質問についてお答えいたします。 

 町と社会福祉協議会と地域との連携でございますけれども、福祉サービス

における情報交換、高齢者見守り事業や地域での食事サービスなどへの支援

など、さまざまな事業を通じて連携は図られているものと考えております。 

 私のほうからは以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 １点目の教育行政について。 

 まず、（１）の心の豊かさとみずから学ぶ力を育てる学校教育の実現の取

り組み状況について回答いたします。 

 今年度、我々は教育基本法で義務教育となっております教育振興基本計画

を作成することにチャレンジしましたが、早速御質問を頂き、ありがとうご

ざいました。 

 御質問の、心の豊かさとみずから学ぶ力を育てる学校教育の実現の取り組

みの主なものを紹介いたします。 

 まず、基礎学力の向上と個に応じた指導の充実です。具体的には、何とい

っても年間授業時数を確保しよう、それから少人数学級編制できめ細かな指

導をしようと、そして特別支援教育支援員の効果的な活用を行っております。

また、時代の流れを先取りしましたＩＣＴ教育の推進で、子供の学習意欲を

高めております。そのほかには、ながよ検定事業を推進し、家庭学習の習慣

化を目指しております。 
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 ２つ目は、いじめ・不登校問題への取り組みの充実・強化でございますが、

これは次の項で述べたいと思います。 

 ３つ目は、多様な奉仕活動・体験活動を通した心豊かな児童生徒の育成で

す。具体的には、長与の子の心を見詰める教育週間で、各学校が授業を公開

したり、地域との交流活動を行ったりしています。 

 また、町内の小学４年生が集って行います読書の集いや中学３年生の弁論

大会、これは文化ホールに一堂に会して行いますが、まさに感動の連続でご

ざいます。また、小学６年生と中学２年生で実施するふれあいペーロン大会

や、球磨村との地域間交流学習などは貴重な体験活動でございます。 

 このほかには福祉体験とかペットボトルの回収から募金活動などを行って

おります。このような体験を通して、心豊かな子供の育成を目指しておりま

す。 

 ２点目の、いじめ・不登校問題についてどのように考えているかでござい

ますが、昨年、国は９月２８日でしたか、いじめ防止対策推進法が施行され

ました。それを受けて、国も県も長与町も、そして各学校もいじめ防止基本

方針を策定しました。いじめ防止のために法律をつくらなければならないほ

ど、いじめは深刻な問題になっていると考えております。 

 大切な子供たちをいじめから守るために、いじめは人間として絶対に許さ

れないひきょうな行為であること、いじめは、どの学校、どの子供にも起こ

り得るという危機意識を持つこと、いじめ防止に向け、子供と真剣に向き合

うこと、この３つを訴えながら、各学校にはいじめの早期発見・早期対応を

お願いしているところでございます。 

 次に不登校問題ですが、本来、学校は楽しいところであり、子供が生き生

きと活動し、仲間とともに高めあっていく場であります。しかし、何らかの

理由で学校に行けなくなるということは残念でなりません。 

 不登校の要因解消へ向けて全力を傾注しなければなりませんが、各学校で

は、家庭と連携しながら一人一人に応じたきめ細かな対応を行っているとこ

ろです。特に、いじめが原因で不登校となることがないように、強くお願い

しております。 

 いじめ・不登校については、毎月、各学校から報告してもらっていますの

で、実態は把握しております。 

 ３点目の貧困の連鎖により教育が十分に受けられない子供たちへの学習支

援でございますが、学習を支える経済的な支援も広い意味では学習支援の一

つであると考えますが、現在、経済的な面での支援策としては、要保護家庭

や準要保護家庭への就学援助のほか、奨学資金の貸し付けなどを行っており

ます。この制度は、要保護・準要保護によって違いはありますが、医療費や

給食費や修学旅行費や学用品費などを支給し、支援を行うものであります。 

 また、議員がおっしゃる貧困の連鎖防止には、教育も大きな効果が期待で

きますので、義務教育段階におけるキャリア教育や、中学校での職場体験学

習や進路指導にも力を注いでいるところでございます。 

 ４点目の命の大切さをどう伝えるかでございますが、命の大切さについて
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は、全ての教育活動において取り組んでおります。特に、道徳の時間には生

命がかけがえのないものであることを知り、自他の生命を尊重するといった

内容を、子供の発達段階に応じて、継続的に指導しています。 

 また、生活科や理科では動植物を飼育したり、育てたりする活動を通して、

生き物への親しみ、命の大切さを体験しています。また、家庭科では乳幼児

との触れ合いを通して、命のすばらしさ、大切さを体感しています。 

 さらには、長与の子の心を見詰める教育週間では、命をテーマにした講演

会を開催したり、地域との触れ合いを通して、ともに生きる喜びを感じたり、

感謝の思いを伝えたりする活動を行っています。 

 また、文化ホールに中学３年生が集まって開催する弁論大会では、命の重

み、命の大切さを訴える感動的な弁論が展開されます。ホールに集まった聴

衆は、この弁論を聞いて、これにまさる命の教育はないと毎年感動してると

ころでございます。 

 ５点目の保護者や地域に信頼される学校づくりでございますが、信頼され

る学校づくりとは、まず、子供たちが学校や地域で生き生きと生活し、成長

していく姿を保護者や地域の方々が実感できることだと思います。 

 具体的には、学力がついてきたばいとか、たくましい身体や豊かな心が育

ってきたななどが実感していただくことだというふうに思ってます。つまり、

文武両道、知・徳・体がバランスよく育まれていくことだと思います。その

ためには、まず、教師の指導力を高めることに力を注いでいます。 

 次に、保護者や地域に開かれた学校にすることを大切にしています。授業

参観や学校だよりやホームページなどで学校の様子を知り、理解していただ

くことが、学校の信頼づくりにつながっていくものと考えます。また、教職

員が児童生徒と一緒に、町主催の行事へ積極的に参加していますが、これこ

そが信頼される学校づくりの最たるものではないかと思います。 

 ６点目、教職員のメンタルヘルスケアでございますが、多くの教職員が、

やはり多忙感とかストレスを感じており、メンタルヘルスケアはとても大切

なことだと思います。 

 メンタルヘルスケアで今年度になって新たに取り組んだことはございませ

んけども、働きやすい職場づくりのためのプラスワン運動、これは県教委の

ほうが一斉にやっておりますけども、これとかノー部活デー、ノー残業デー

の実施、そして町の産業医との相談などは昨年に引き続き継続して取り組ん

でいるところでございます。 

 教育の問題を語るとき、よく家庭、学校、地域社会の連携、協力と言われ

ますが、それぞれが持つ教育の責任を認識し、それぞれの責任を果たすとと

もに、手をとり合って補いあうことが大切だと考えます。 

 学校でできることには限界があります。中には、家庭ですべき事までが含

まれていて、その指導のやりとりが教師の多忙感、負担感につながっている

と思われるケースが多々ございます。したがって、担任と保護者が一緒にな

って子供の姿を見詰め、連絡をとり合い、相談し合えるような雰囲気づくり、

場づくりに努め、子供の成長をともに喜び合えるような関係をつくることが
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教職員のメンタルヘルスケアにつながっていくものと思われてなりません。

以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 では、再質問に入りたいと思います。 

 まず最初の１番のところで、ＩＣＴ教育による学習意欲が出ているという

答弁でありましたけれども、もう少し具体的に、どのような効果というとこ

ろまで出ているのか教えてください。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 授業のベルが鳴りました、そして先生が授業を始めます。やっぱりざわざ

わしてます。はいはい、こっち向いて、注目注目と、いろいろ大きな声を出

してやっていた。これは以前ですね。今は、チャイムが鳴るとスイッチを入

れて、黙ってスクリーンを写します。もう子供たちは黙って集中するんです

ね。もう、これが大きな、いろいろ言わなくても、この一つを見ても、この

現象を見ても、子供がそこに集中していく、そこで教師が次のモチベーショ

ンを提示していくと。もう私はこれが最たるものだというふうに考えており

ます。 

 ここには、データ的には、これがこうだこうだ、ああだというふうなとこ

ろまでは資料はございませんが、現象面としては、まさにそれに尽きると思

います。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 ＩＣＴによる効果はかなり出ているかなと思うんですけれども、今、長与

中学校だけ取り入れているのが電子黒板とおっしゃってたかと思うんですけ

れども、これも効果が出てるんであれば全校に広げていったほうがいいので

はないかと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 長与中は、国の研究指定を受けて電子黒板入れてますが、ほかの学校は全

ての教室に大型モニターを入れております。 

 見た目は電子黒板とほとんど変わらないんですけども、ただ、大型モニタ

ーと電子黒板の違いは、画面をタッチしながらいろいろ操作できるのが電子

黒板、そこだけの違いで、パソコンを通していろんな教材を提示するという

意味では、普通の学校もできております。 

 本来、もう本当ならば全ての学校にそれをという気持ちもありますけども、

ちょっと莫大な金なんですよね。１台、何十万とする金で、全てになると、
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もうそうですから、それよりも、午前中も申したかとも思いますけども、デ

ジタル教科書というソフト使うことによって、ほぼ同じような環境で使用で

きますので、目下のところ、このソフトのほうの充実を全てのクラスで、町

内学校で活用していって、同じような効果を活用をしていこうというふうに

考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 まず、進めれるところを進めていただきたい。費用の面からいくと難しい

のかなとも思います。 

 その学びの中で、先日私、全ての子供に仲間を与える教育、学び合いとい

うお話を聞いて、この学び合いが教科学習を通じた学級づくりで、もう一つ

は、１人の教師が問題を抱え込まないように共同を大事にすることだという、

そういうことで、全校で取り組むというのが今少しずつ進んでるというよう

なお話を聞いて、とてもいいなというふうに思ったんですね。長与町でも道

徳とかいろんな時間があるかと思うんですけれども、そのあたりに学び合い

というふうな形で、子供が学年超えて学ぶという設定なんですけれども、そ

ういう新しいことを取り入れるという発想がないのかお伺いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会理事。 

教育委員会 （永冨雅德君） 

理  事  ありがとうございます。学校教育で、子供の授業の中では、やはり子供同

士の学び合いというのが一番大事になってくるんじゃないかなと、議員さん

のおっしゃるとおりだと思います。 

 そこで、今各学校では、長与町教育委員会がこういう研究をしますよとい

うことを各学校が申し出て、それを指定しております。その中で、先ほどの

１人の先生を１人にしないということもありましたが、みんなでどのような

学び合いをつくっていけば子供たちが伸びていくか、それを各学校がそれぞ

れテーマを持ちまして、その中で研究を進めてますので、議員さんおっしゃ

るように、これからもぜひ学び合いを大事にして進めていきたいし、どの学

校も今、学び合いを大事にしてるところでございます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 ぜひ、では進めていただきたいなというふうに思います。 

 じゃあ続いて、いじめというところでちょっとお尋ねしたいんですけれど

も、学校いじめ防止基本方針が策定されまして、子供と真剣に向き合うこと

を大事にしてると答弁がありましたけれども、真剣に向き合うことはとても

大切だと思うんですけれども、具体的には、やはり小学生から中学生までと

いうと大きな幅がありますよね。だから、年相応に向き合わないといけない

んですけれども、どんなふうにして向き合われているのか教えてください。 
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議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会理事。 

教育委員会 （永冨雅德君） 

理  事  いじめについてもいろんな対応があるし、学年の発達段階等もあると思い

ます。 

 まず、私たちはその前に、とにかくいじめを生まない風土づくりをどうし

ていくか、まずはいじめを生まない風土づくりを頑張ろうということで、子

供たちをどう捉えるかということで、先ほどの問題になりますけど、まずは

子供たちとのふれあいを大事にすると、日常の会話の中で、いろんな子供た

ちが発する言葉である、あるいは発しない言葉、表情とか、しぐさとか、そ

ういう中で子供たちの情感を把握していこうと。 

 教育長が常々言っているんですけど、例えばアンケートもとっております

が、アンケートに、もう私は困っていますと書ける子は、ある程度表現でき

るんだと、しかしその前に、それを書けない子たちを私たちがどう救ってい

くか、見詰めていくか、そのために教員がまず感性を磨いて、子供たちをま

ず見詰めていこう、そこをまず第一に考え、その後、当然アンケート等もと

っております、保護者に対しても聞くこともございます、そういうアンケー

トであったり、職員同士の会話、指導、いろんな形で子供の内面をつかもう

としているところでございます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 そうですね、なかなか先生方も多忙で、向き合うのが非常に厳しいところ

かと思います。でも、ぜひともしていただきながら、今、その中で急増して

るという、このＬＩＮＥいじめというのがすごく深刻化されていると思うん

ですけれども、長与町のいじめの中で、このＬＩＮＥいじめというものがあ

るのかというところで、把握できてるかというところをお尋ねします。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 ございます。これは、本人がいじめてやろうと思って操作してないんだけ

ども、例えば五、六人でグループをつくっとって、やっぱり学校のでも、こ

んなことはもうよくないからやめようという指導を受けて抜けていくんです

ね。そしたら、抜ける、抜ける、抜けるっていうことで、もう最後に残った

１人か２人が無視されたというような捉え方をして、悩んで、いじめだとい

うふうな、そういう例もございまして、それだけじゃないんですけども、こ

のＬＩＮＥという問題については、非常に深刻に私たちは捉えておりますし、

学校と警察との連絡会の中でも、警察の方、みずからいろいろな事例を挙げ

ながら校長さん方に示していただいて、各学校で指導していただいておりま

すが、実態はなかなか根絶まで行けてないと、そういうふうに考えておりま

す。 
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議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 このＬＩＮＥいじめの中で、やはり、午前中もありましたけど、携帯を持

ってこないようにと言ってても実際使われてるわけなので、そこでどう指導

をしていくかというのが問題かと思うんですね。 

 そのときに、やはり親世代がＬＩＮＥを知っていればいいですけど余り知

らない、教職員の方も皆さん知ってるかというと、知ってる人もいらっしゃ

れば知らない人もいらっしゃるということで、危険度合いの把握が若干違う

んじゃないかと思うんですね。だから、そのあたりはどうしていったら皆さ

んがＬＩＮＥというものを認識して、いじめがますます今後ふえるんじゃな

いかと危惧するとこがあるんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 御指摘のとおりでございまして、議員さんはみずからＬＩＮＥを使って、

いろいろやっていらっしゃるから、そういう危惧をしていただきますけども、

全く知らない子供も多いし、逆にＬＩＮＥとはこんな便利だということで、

その危険性、潜むわな、そういうこともわからないまま使っているという、

いろんなケースがございます。 

 昨年度、時津町の生活安全課長さんが、自分たちもやっぱりみずからＬＩ

ＮＥを使ってみて、どういうところが危険なのかというのを体験しながら仕

事をしているんだというお話も聞きました。私たちも、私も実はやってて、

ええ、そんなことということで、後で気づいたことがあるんですけども、や

はりそういう基本的な危険度ということをペーパーにして警察からいただい

て、それを学校で保護者に配り、子供たちにも指導していってると。今現在

はそういうところでございますけども、やはり便利さゆえに潜む怖い部分が

たくさんございますね。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 非常にやはり怖いと思うんですね。今もすごく指導をされてるということ

でしたけれども、なかなかこの指導効果が上がらないと言われておりまして、

一つの指導方法としては、子供が子供に教えるということで、新入生が入っ

てきたときに、それを、こういうことが危ないんだよということを教えるこ

とによって、その人も、教えたほうも危険度を感じるというところでしてい

ってはどうかと思うんですけれども、今学校に持ち込まないとなってる状況

では非常に難しいと思うので、持ち込まないことが本当にいいのかというの

もちょっとあるんですけれども、そのあたりから、子供がやっぱり子供に教

えるほうが納得しやすいのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 
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 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 もう、何でも全ておっしゃるとおりと言ってしまうんですが、本町ではま

だ携帯がはやったころ、「今のあなたに携帯は要らない、目を見て、顔を見

て話せば温かい」という標語を掲げて、畳１枚の大きさの看板を２枚ずつ各

学校にして、玄関、いろんなところに掲示してキャンペーンやってたんです

ね。今、それ見てちょっと恥ずかしいんですよ。何が、「携帯は要らない」、

今だったら「携帯・スマホ」じゃないかなと思うぐらいにすごい勢いで進化

していってますよね。 

 ですから、今おっしゃったように、使うな、使うなじゃなくて、使って、

その中でという方法も確かにあるかもしれませんけども、実際問題として所

持している率から見たら、まだ半分もいってないんですよね、町内の子供た

ちはですね。そういう中で持ってこらせて指導したほうがいいものなのかど

うか、そこはちょっと迷うところなんですけども、それができないから、今

は家庭での親の責任でやってくださいよとお願いしてるし、技術家庭科では

教科の内容として情報社会の光と影という部分で指導はしておりますので、

そこでＬＩＮＥをどの程度詳しくやってるかまではちょっと把握できてませ

んけども、そういう情報モラル教育については進めている段階でございます。

本当にやっぱり困ったもんですね。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 なかなか難しい問題と思うんですけれども、やっぱり進化していく現状と、

学校でだめだよと言うんではなくて、進化に伴い考えていくことも必要かな

というふうに思います。 

 今、ＬＩＮＥの部分をクローズアップしたんですが、本当にいじめのない

学校、いじめのないっていうのは皆さんがもちろん考えていらっしゃるとこ

ろかと思うので、それにはこれからもずっと、いじめっていう問題に気づく

教員をぜひ育てていっていただければなというふうに思います。 

 次に、その不登校というところで、不登校というのが新聞報道によります

と６年ぶりに増加したとなっておりました。前年度より７,０００人多いと

いうことで、小学校では２７６人に１人、中学校では３７人に１人と言われ

ておりますけれども、この長与町での不登校の人数としては、何人に１人と

いうことで把握できてますでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 この不登校というのは、不登校の定義といいましょうか、これが何日をも

って不登校と言うかという問題が、まずちょっと触れておきますが、文科省

は、年間３０日、これが病気、またはけが以外の要因で休んだ子を不登校と

して計上して集計を上げております。 
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 それによりますと、昨年度、文科省に報告したのは１９名ですね、本町に

おいてですね。ですから、それをごらんになって多いか少ないか、私はやっ

ぱり多いなと思うんですけども、それぞれの学校できめ細かな指導、相談員、

支援員も含めてやっていただいてますけども、現実はそうでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 この不登校というのも後でお話しする貧困の連鎖にも若干つながっている

部分もあるのかなというふうに思うんですが、この不登校になった方の学力

支援というのはどのようにされてるのか、適応指導教室とか保健室とかいう

のもあるかと思うんですけれども、そのあたりを教えてください。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会理事。 

教育委員会 （永冨雅德君） 

理  事  学力支援ということですが、先ほど出ましたけど適応指導教室であったり、

この子たちが全欠をして、全部来てないかということで、そういうことじゃ

ございません。先ほど教育長が３０日、年間ということで、学校に来ること

もたくさんあります。ですから、その中で保健室に入ったときには保健室で

とか、適応教室に行った場合にはそこで若干学習についてもかかわっている

とか、そういう形でしておりますし、例えば担任によりますと、休んだ子の

ところにプリントを届けにいって多少説明したりとか、そういう事例もござ

います。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 この不登校の問題で、昨年の３月議会で私が質問をさせていただいたとき

に、教室にＣＣＤカメラやパソコンを置いて、不登校の子が家で見れる、保

健室でもいいんですけれども、授業の風景が見れるようにするような環境を

つくってはどうかというお話をさせていただいたところ、検討すると言って

いただいたんですけれども、その後どうなったのか教えてください。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 進んでおりません。その不登校の中にも、先ほど理事も言いましたけども、

ずっと継続して、年間通してっていう子もおれば、少し出てきて休んでとい

ういろんなケースがありまして、担任は、あるいは教科担任はそれなりの工

夫をしながら、ノートをコピーしてやったり、プリントをやったりという個

別指導はしておりますけども、もうＣＣＤカメラ、ＣＣＤカメラってなんで

すかね。いわゆるテレビ会議みたいなもんですよね、それとてスマホ持っと

って、こうしないと環境的に厳しいし、結論は、そこまでやれてません。 

議  長 （山口経正議員） 
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 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 ＣＣＤカメラというのは、パソコンにくっつけて教室の風景を見れるとい

うことで、ＣＣＤカメラが、そのとき調べた分が１万２,８００円だったの

で、あとはあるパソコンにつなげるとできますよということで御提案をさせ

ていただいたんですが、検討はしてないということなんですが、できれば検

討してていただきたいなっていうのは、今不登校とかいろんな問題じゃない

んですけれども、何か起こった場合に、別の教室でするというのがいいのか

どうかという議論が出てるかと思うんですね。やはりその排除するのではな

くて、なるべく同じ雰囲気で同じように味わえるということを考えていただ

ければなというふうに思っております。 

 では、貧困の連鎖による教育というところで、経済的支援はされてるとい

うことだったんですけれども、この学習支援というところで、今いろんな地

域のところでは社会福祉協議会とか、県で取り組んでいるところで、経済的

に苦しい環境にいらっしゃる方が塾には行けないのでチャレンジ塾というの

を始めている自治体もいらっしゃるんですけれども、長与町でも、塾に行く

ことがいいというわけではないんですけれども、やはり周りの子供たちはみ

んな塾に行っていると、その環境の中で経済的に苦しくて行けない方を塾と

して町が補助を出してするというような考えがないのかどうかお尋ねします。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 塾に行けない子供たちのためにそういう課外学習支援っていうことで、ち

ょっと今突然聞いて、そういうのをやってる自治体あたりがもしあるならば

まずそこを我々も勉強させてもらって、実態がどういう実態なのかというこ

とで勉強させてもらいたいなあというのが直観的な気持ちでございます。ま

ず、もう学校ではできません。帰りの学級会が終わって、そして教員の勤務

時間が終わるのにもう３０分もないんですよね。そして、学級事務もあるし、

部活動の指導もあるということで、本当にもうまさにメンタルヘルスケアが

必要なんですよね。だから、今おっしゃったのは、地域の人材を活用して学

校外の何らかの施設を使ってのそういうんでいいだろうと思いますので、も

しそういうところがあったら教えていただいて、勉強はさせていただきたい

と思ってます。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 今申し上げたのは埼玉県の生活保護受給者チャレンジ支援事業と茨城県の

社会福祉協議会がしてるチャレンジ塾なんですけれども、今、長崎県が取り

組んでいる家庭教育総合推進事業の訪問型家庭教育支援事業では、市町村に

補助を行っているということであったんですけれども、そういうものも使っ

て考えられないかと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。 
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議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 それも含めて先ほどの検討事項にさせていただきたい。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 そうですね、ぜひ子どもの貧困対策大綱というのももう出ておりますので、

８月２９日に、ぜひ貧困の連鎖にならないように、やはり教育を受けられな

いからまた貧困になってしまうというような、高校進学率、大学進学率も含

めてありますので、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。 

 それでは、命の大切さということで、答弁で聞かせていただいていろんな

取り組みをされてることと感じました。今回やはり佐世保の事件がありまし

て、いろんな報道もされております。一生懸命取り組んであられると思うん

ですけれども、報道の中では、やはり一部形骸化していたとか、教師の方が

もうちょっと命の大切さの講義なんかをもっと本当のところをしたほうがい

いんじゃないかというのが報道でされてるんですけれども、そのあたりを受

けてどう思われますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 たくさん報道は本当にありましたね。私もスクラップとってますけども、

あっという間に１枚が、１冊が終わってしまったというぐらいたくさんあり

ますけども、報道は必ずしも事実かどうかということはわからないというこ

とで、つまり何を言いたいかというと、あれからすぐ臨時の校長会、そして

先般は教育長会が開かれました。そして、県教委のほうから事実、それから

確認したこと、これについていろいろ説明がありました。中には報道されて

いるようなことは確認してないというようなこともたくさん聞きました。そ

れはさておき、やはりああいう悲惨なことが二度と起きてはいけませんので、

そういうことがないように一生懸命取り組まんといかん。何だったですかね、

質問は。報道を受けて……。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 どう思われるかと。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 そうですね。学校も大久保小事件が起きて１０年、１０年命の教育を一生

懸命やってきた。だから、私たちも校長さんたちも県教委から強く言われた

のは、やってきた命の教育は間違ってなかったんだと、そういう気持ちを持

って今後も取り組んでほしいという、私もまさにそうだろうと思うんですね。

今回の事件でもし何かあるとしたら、私は学校の限界を超えてそういういろ

んな専門機関との連携をどう図っていけばいいか、そこに校長あるいは私た

ちも含めてどのようにかかわっていけばいいか、そこらあたりをもっとアド
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バイスしてほしいというふうに県のほうには申しておりましたけども、そう

言いながらも、やはりもうああいうことは絶対起きてはいけないという気持

ちは共通でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 そうですね、今おっしゃられるとおりだと思うんですね。一つのことが起

こったから、せっかく今まで積み上げてきたものがゼロではないということ

をやはり皆さんにも知っといていただいたほうがいいのではないかというふ

うに思います。 

 今、もう新学期が始まられたと思うんですけれども、子供さんはどんなふ

うに感じておられるか、また子供さんがそれによってストレスを感じてる子

がこの長与町にもいらっしゃると、把握してるのかどうかお伺いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会理事。 

教育委員会 （永冨雅德君） 

理  事  この問題につきましては、校長が各学校で命の大切さについていろんな場

所で語っていると思います。ただ、これについて子供たちがいろんな状況を

どう思ってるかということについては、私どものほうはまだ把握ができてな

いところでございます。以上です。済みません。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 やはり、この事件を受けていろいろ感じてる子供さん、御父兄の方もいら

っしゃると思いますので、命の大切さというのを起こった事件の中から学ぶ

ものと、ふだんの中でさっきおっしゃられた動物をかわいがるとかそんなと

こで学ぶことがあるかと思いますので、ぜひぜひ続けていただきながら、二

度と起こらないようにお願いしたいというふうに思います。 

 次に、教職員のメンタルヘルスケアについてちょっとお伺いしたいんです

けれども、いろんな取り組みはされてる。ノー部活デーというのもあるとい

うことなんですが、これは何曜日かというのは決まってらっしゃるんでしょ

うか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育長。 

教 育 長 （黒田義和君） 

 基本的に水曜日なんですよね。ただ、学校によって水曜日にしてるかどう

かちょっとそこまではわかりませんが、とにかく週１回ノー部活デー、ノー

残業デーということで、ノー残業デーがすなわちノー部活デーなんですよね。

水曜日です、間違いありません。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 
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  １番 （饗庭敦子議員） 

 水曜日に行っているということで理解したいというふうに思います。 

 この職員のメンタルヘルスケアというところで、やはり長時間労働が疲労

やストレスがたまりメンタル不調になると言われてるんですね。文部科学省

が出したデータによりますと、小・中学校の教諭の残業時間は平均で一月当

たり４２時間というふうに掲載してあるんですけれども、長与町での小・中

学校の平均残業時間数はおわかりでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会理事。 

教育委員会 （永冨雅德君） 

理  事  毎月各学校から勤務時間が上がってますのでそれぞれがありますけど、７

月につきましては、少ないところで１日に約１.１時間、多いところで２時

間ぐらいの残業でございました。これにつきましては、例えば成績処理とか

その月によっていろいろ変わってくるというところがございます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 １日の割合で１.１時間となると２０時間ぐらいというふうに理解してい

いのかなと思うんですが、これがずっと続くというと非常に問題であります

ので、残業を減らしていくという対策も必要かなというふうに思うんですね。

あとは、先ほど言われたように相談するところは何か連携して相談しやすい

ようにしてるとおっしゃったと思うんですけれども、その相談場所というの

は基本的にはどこにあるんでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会理事。 

教育委員会 （永冨雅德君） 

理  事  教育委員会といたしましては、産業医の先生にお越しいただいております

ので、まずは産業医の先生が月に１回、今、長与小を拠点にしてるんで来て

いただいてます。そこにまた相談できるようになっておりますし、各学校で

は衛生委員会、安全衛生委員会とかそういうものを開きまして、そこで教員

も含めて職員が集まっていい働きやすい職場、メンタルづくりについて話し

合って、そこで話が出てくると。そこで話が出てなかったら町の私たちが抱

える教育委員会の相談員にも相談していいですよという、そういうシステム

をしております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 やはり相談しやすいところをつくるのが必要かなと思うんですね。今、長

与町で実際に休職されてる先生はいらっしゃいますでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会理事。 
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教育委員会 （永冨雅德君） 

理  事  今はいらっしゃいません。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 今いらっしゃらないということですので、今後も不調にならないためにぜ

ひ予防に力を入れていただきたいなと思うんですね。予防に力を入れていた

だく中で、やはりラインケアとかセルフケアとかいう研修が必要だと思うん

ですけれども、これは１年に何回ぐらいされておりますでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 教育委員会理事。 

教育委員会 （永冨雅德君） 

理  事  まず、私どもとしては、管理職に対するメンタルヘルスのケアということ

でかなり毎月私のほうから話をさせていただいたり、いろんなところから資

料をいただいて、それを資料を配って、これについての研修をということで、

管理職については公的な研修もあっております。それから、学校によりまし

ては、先ほど●ナガタ先生の話も出ましたけど、産業医の先生にメンタルヘ

ルスの講習会をしていただくとか、学校独自で取り組みをしてるところもご

ざいます。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 ぜひ続けていただいて、今後も休職者はゼロということを目指していただ

きたいなというふうに思います。 

 やはり長与町でも教育問題、いろんな難しい問題もあるかと思うんですけ

れども、やはり保護者、地域の方、学校が一体となって、いじめにつながら

ないように行動をとっていただきたいというふうに思います。ぜひ開かれた

学校づくりともおっしゃっておられましたので、それをますます進めていっ

ていただければというふうに思います。 

 次に、地域の力についてちょっとお尋ねしたいというふうに思います。 

 地域力の中で、自助、共助、公助という形で進めてるということだったん

ですけれども、８月は台風の影響によりいろんな大雨に見舞われたり土砂災

害があって、幸いにして長与では起こらなかったんですけれども、そのとき

に災害時に一人で避難できない方、先ほどの同僚議員の質問の中で４５０人

から５００人ぐらいいらっしゃるということだったんですが、その方を災害

のときに避難させるにはそれを避難させる人が要ると思うんですね。その分

を地域の力で高めていく必要があるのではないかと思うんですけれども、そ

のあたりはどのようにお考えでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 生活福祉部長。 

生活福祉 （田島弘明君） 
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部  長  確かに災害時の分ということで、先ほど同僚議員さんのほうでもお答えは

させていただいたんですけども、災害時につきましては、新しい法ができま

して本人さんの了解を得ないといけないと、情報提供がですね。今までも自

治会とか消防関係等からはそういう情報をもらわれないかと、そういうこと

で自分たちが動きますということでお話をいただいておりましたので、今後、

今進めております同意が得られたら、順番的にその情報をそういう地域の災

害時に活動していただける方たちに情報提供していきたいと考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 情報提供ということではなくて、地域でも支え合いをつくっていったほう

がいいのではないかということでちょっと御質問させていただいたんですけ

れども、地域力としてもっともっと地域の力を育てていく必要があるんじゃ

ないかというふうに思っております。 

 時間がもうないので、この制度のはざまというところで、今、長与町で認

知症の方の徘回問題と、全国的には問題になってるんですけれども、実際の

ところ認知症の方の徘回による行方不明者とか、ごみ屋敷とか、ひきこもり

とか、孤独死などの実態把握というものができておりますでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 お答えします。 

 ごみ屋敷の実態については、ごみ屋敷の定義というのがちょっと定かでは

ないんですけども、町内で２件ほど一応ごみ屋敷としてこちらのほうで把握

しております。 

 それから、認知症の徘回については、２５年度ですけども、警察のほうか

ら保護をしましたということで連絡を受けたのが４件、もう１件は徘回が常

態化してるといったらちょっとあれですけども、１件については警察のほう

がもうその方を知っていてということで、そのまま自宅のほうにということ

で報告を受けております。以上で。 

議  長 （山口経正議員） 

 答弁漏れがあるそうですけど。 

 福祉課長。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 申しわけありません。認知症等による行方不明は把握しておりません。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 ひきこもりと孤独死はどうなんでしょうかね。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 済みません。孤独死につきましては、過去１０年間ほどでうちのほうで把

握しているのは４名いらっしゃいました。 

議  長 （山口経正議員） 
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 ひきこもりについては。 

福祉課長 （西平隆邦君） 

 ひきこもりにつきましては、長与町の実態としては把握しておりません。

一応県のほうの資料でいきますと、２４年度なんですけども、５７件ひきこ

もりという状況で相談件数が上がっております。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 件数的にもゼロではないということなので、認知症の対策としては、認知

症サポーターというのを全国的にも養成をされてるということなんですけれ

ども、長与町でもこのサポーターは養成されてるんでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 申しわけありません、部長。 

生活福祉 （田島弘明君） 

部  長  済みません。サポーターという言葉に合うかどうかわからないんですけど

も、今、社会福祉協議会のほうに委託をしまして、これは福祉行政のほうの

分からの要請なんですけども、それぞれの自治会単位で福祉員制度をとらさ

せていただいております。その方たちに見守りやそういう状況を把握してい

ただいて、またうちのほうに連絡していただくと、民生委員さんたちと協力

しながらその方たちの状況を逐一見守っていくということをやっております。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 そうすると、もう一つちょっとお尋ねしたいのが、要支援サービスの一部

が今後移管するというお話ししたかと思うんですが、そのボランティアの担

い手をつくるのになかなか難しいのではないかというふうな問題が出てるん

ですけれども、どのようにしてボランティアを育てようというふうに思われ

てますか。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  確かに、今般の改正によりまして要支援１、２の方を地域支援で行うとい

うことで、それの対策として地域のボランティアというのを国のほうが育成

しなさいという形にはなっております。ただ、現在地域のほうのボランティ

アっていいますのもなかなか実際育てる時間というのがかなりかかるという

ふうには認識しております。また、人数についても現在のボランティアの登

録者ではなかなか足りないかなと。ということで、ボランティアでその介護

をサポートするにしても、やはり経費、それと継続というのが非常に大事に

なってくると思いますので、そこのところは今後検討させていただきたいと

いうふうに考えております。 

議  長 （山口経正議員） 
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 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 ボランティアにやっぱり時間がかかるということでありますので、来年度

から３年間にわたってですけれども、始まるということなので、もう今年度

中に計画を立てた方がいいのではないかと思うんですけれども、そのあたり

はいかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 介護保険課長。 

介護保険 （松浦篤美君） 

課  長  そこのところは、現在進めております第６期の計画の策定の中に当然盛り

込んでいくべきものだというふうに考えております。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 そうですね、ぜひ早い取り組みをしていただいて、私はいろんなボランテ

ィアをしていただきながら、地域の力というのを強めていきたいなというふ

うに思うんですね。いろんなもんが市町村に移管してくることが今後もある

かと思うんですね。そうした場合に、先ほどＣＳＷ、コミュニティーソーシ

ャルワーカーのお話をしたら把握してないということではありましたけれど

も、コミュニティーソーシャルワーカーというのがされている大阪の地域で

はすごくその人が中心になって行政と福祉協議会と地域とをつなげてるとい

うことでありましたので、そこを見本にしながら進めていってはどうかと思

うんですけれども、町長、いかがでしょうか。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 この制度のはざまというところから関連してきたんでございますけれども、

原因としましては少子高齢化が急激に進んでいったというようなことでござ

います。そして、コミュニティーソーシャルワーカー等々については、主に

関西あたりが中心にやってますですよね。大きな自治体ではございます。た

だ、長与町あたりのまだ小さなところにつきましては今後かと思います。そ

の中で、やはり長与町としましては、長与町の中でいろんな活動をしている、

見回りをしておられる方もいらっしゃいますし、そして子供の登下校時の対

策もしていただいてる方はいらっしゃいます、老人会等々ですね、そういっ

たのはまさしくボランティアだと思うんですね。そういった方々というのが

長与町は結構進んでるだろうと思います。私も非常に感心するし、そしてま

た頭が下がるんですけれども、そういったものを自治会とか、あるいはコミ

ュニティー活動の中でやっていただいてると、そしてまたコミュニティーも

小学校区をして５つのコミュニティーがあると、それぞれいわゆるその地区

のありようについて検討してるというようなこともございまして、そういっ

た面で言えば、コミュニティーソーシャルワーカーというのは今から今後長
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与町にとって必要になってくるだろうと思います。そのときには、そういっ

た今までやっていただいてるボランティアの方々の背中を見て育ってくるも

のではないかなということもありますし、もう一つは、社会福祉協議会等々

も相談しながら育てることも一つには考えていくということだろうと思って

ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 饗庭議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 ぜひ考えていっていただきたいなというふうに思います。 

 以上で質問終わります。ありがとうございました。 

議  長 （山口経正議員） 

 これにて本日の日程は終了します。 

 本日はこれで散会します。お疲れさまでした。 

                            （散会 １６時３１分） 

 


